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災害対策調査特別委員会会議録① 

 

 

１ 開会年月日 

  令和８年６月１１日（木） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席委員（１１名） 

  委 員 長    宮 本  伸 一 

  副委員長    たかはま なおき 

  理  事    吉 村  美 紀 

  理  事    石 沢 のりゆき 

  理  事    豪      一 

  理  事    宮 崎  こうき 

  理  事    岡 崎  義 顕 

  理  事    浅 田  保 雄 

  理  事    海 津  敦 子 

  理  事    山 本  一 仁 

  委  員    浅 川  のぼる 

４ 欠席委員 

  な  し 

５ 委員外議員 

  議  長    市 村  やすとし 

  副 議 長    高 山  泰 三 

６ 出席説明員 

  加 藤 裕 一  副区長 

榎 戸   研  防災危機管理室長 

  鵜 沼 秀 之  都市計画部長 

  小 野 光 幸  土木部長 

  細 矢 剛 史  資源環境部長 
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  吉 田 雄 大  教育推進部長 

  横 山 尚 人  広報戦略課長 

  矢 部 裕 二  防災危機管理課長 

  三 宅   徹  安全対策推進担当課長 

  木 村   健  区民課長 

  進   憲 司  福祉政策課長 

  中 島 一 浩  生活衛生課長 

  大 畑 幸 代  建築指導課長 

  橋 本 淳 一  管理課長 

  石 川 浩 司  リサイクル清掃課長 

  村 岡 健 一  保全技術課長 

  足 立 和 也  学校施設課長 

７ 事務局職員 

  事務局長     佐久間 康 一 

  議事調査主査   高 橋 裕 美 

  議事調査主査   菅 波 節 子 

８ 本日の付議事件 

  (1) 理事者報告 

   1) 令和７年度総合防災訓練の実施結果について 

   2) 「文京区災害時トイレ確保・管理計画」の策定について 

  (2) 一般質問 

  (3) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前  ９時５８分 開会 

○宮本委員長 おはようございます。定刻前ではございますが、理事者、皆様全員出席されて

おりますので、これから災害対策調査特別委員会を開会したいと思います。 

 委員等の出席状況でございますが、委員は全員出席です。 

 理事者につきましては、関係理事者に御出席いただいております。 

 続きまして、出席理事者名の変更についてでございます。タブレットの資料、運営方針案、

４、その他を御覧ください。 
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 令和８年度の組織改正を受け、本委員会運営方針における出席理事者について、学務課長

から学校施設課長に変更したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○宮本委員長 それでは、そのように運営方針を変更させていただきます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○宮本委員長 理事会についてです。理事会についてですが、必要に応じて協議して開催した

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○宮本委員長 ありがとうございます。 

 また、委員会終了後、令和８年度の視察及び研究会について協議を行うため、理事会を開

催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○宮本委員長 ありがとうございます。 

 それでは、委員会終了後、第１委員会室にて理事会を開催します。なお、理事者の出席は

必要ありません。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○宮本委員長 それでは、本日の委員会運営についてです。理事者報告２件、課ごとに報告を

受け、質疑は項目ごとといたします。一般質問、その他、委員会記録について、令和８年９

月定例議会の資料要求について、閉会、以上の運びにより本日の委員会を運営していきたい

のですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○宮本委員長 ありがとうございます。 

 各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円滑に運営さ

れるよう御協力をお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○宮本委員長 それでは理事者報告です。 

 総務部防災危機管理課から２件でございます。 

 報告事項１、令和７年度総合防災訓練の実施結果について、報告事項２、文京区災害時ト

イレ確保・管理計画の策定について、以上の説明をお願いします。 

 矢部防災危機管理課長。 
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○矢部防災危機管理課長 皆さん、おはようございます。私のほうから２件報告させていただ

きます。まず、資料第１号を御覧ください。 

 令和７年度の実施結果についてです。本区の総合防災訓練は、年４か所で実施する避難所

総合訓練と防災関係機関などの協力を得て実施する防災フェスタとなっております。資料１

ページから２ページ目冒頭にかけましては、避難所総合訓練の実施結果となります。昨年度

は第八中学校、金富小学校、林町小学校、本郷台中学校の４か所で実施いたしました。 

 主な訓練内容は、いずれの会場におきましても避難所開設キットの確認を行いました。 

 その他、各会場ごとの訓練としましては、(1)の第八中学校につきましてはイの３点目、

災害時地域助け合い相談ブースという協議会の展示を行いました。 

 (2)金富小学校につきましてはイの２つ目、臨時災害ＦＭ放送運営の訓練を実施いたしま

した。 

 (3)林町小学校につきましてはイの２点目、宿泊型の防災体験、いわゆる防災キャンプを

実施いたしました。 

 ２ページ目を進みいただきまして、(4)の本郷台中学校につきましてはイの３点目、物資

輸送・受入訓練を実施しております。 

 次に、項番の２、防災フェスタです。実施日時等につきましては、記載のとおりです。参

加者につきましては、3,136人となっております。 

 訓練の内容としましては、防災行政無線の吹鳴による一斉防災訓練に始まり、消防を始め

とした防災関係機関等による観覧型の訓練のほか、体験型訓練としましては地震体験車や煙

体験ハウス、初期消火体験など、そのほか在宅避難ＶＲコンテンツの体験などを行いました。

また、関係機関等によるブース展示等においては、それぞれの団体の周知・啓発活動を行っ

たところでございます。 

 ３ページ目を進みください。今後の予定です。まず１つ目の避難所運営訓練と(2)の防災

フェスタにつきましては、記載のとおりとなっております。なお、今年度は宿泊型の防災キ

ャンプは一旦休止することといたします。 

 次、(3)避難所運営ガイドラインの改訂につきましては、令和７年度に文京区避難所運営

ガイドラインの素案を策定したところですが、その後、令和８年３月に東京都避難者生活支

援指針が策定、公表され、その中で示されている避難所における在宅避難者への支援につい

て反映した上で改訂してまいります。 

 報告事項１につきましては以上です。 
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 続きまして、報告事項２、資料２号を御覧ください。災害時のトイレ確保・管理計画につ

いてです。項番１、策定の趣旨につきましては、首都直下地震等による東京の被害想定では

避難所等のトイレに被災者が殺到し、衛生環境が悪化することが想定されています。都は東

京トイレ防災マスタープランを策定し、災害用トイレの空白エリアの解消と各避難施設等に

おける災害用トイレの充足度の向上を目指すこととしており、本区においても文京区災害時

トイレ確保・管理計画を策定してまいります。 

 項番の２です。計画の基本的な考え方につきましては、災害用トイレの備蓄・整備状況の

確認及び空白エリアと各施設の充足度を調査いたします。災害用トイレの需要数等に基づい

た計画を策定し、トイレの備蓄・整備を推進してまいります。また、計画の策定に当たって

は東京トイレ防災マスタープランや文京区の地域防災計画のほか、現在検討を進めている避

難所運営ガイドライン等との整合を図りながら進めてまいります。 

 項番の３、計画の骨子についてです。２ページ目を御覧ください。骨子につきましては記

載のとおり、１番のはじめに、２番、現状と課題、３番、災害時のトイレ確保・管理方針、

４番目、計画の進捗管理等の４章構成で策定することを想定しております。 

 １ページ目にお戻りください。項番４の検討体制です。文京区地域防災計画検討委員会お

よび部会による全庁的な視点から検討を行うとともに、パブリックコメントによる意見照会

を行ってまいります。 

 項番５、今後のスケジュールについてです。今年度前半のうちに現状の課題の整理である

とか、計画、素案の策定をしてまいります。10月以降、検討部会、検討委員会等、庁内の検

討を踏まえ、12月、定例議会のほうに素案報告、その後、パブリックコメントを実施し、案

の策定へと進めてまいります。年明け１月に改めて検討部会、委員会等を開催し、２月の議

会で案の報告、３月にトイレ計画の策定というようなスケジュールで想定しております。 

 項番の６、その他です。本年度より避難所外避難者に対する携帯トイレを令和12年度まで

に段階的に整備し、拠点倉庫への備蓄を進めてまいります。 

 報告は以上です。 

○宮本委員長 ありがとうございました。 

 それでは報告事項１、令和７年度総合防災訓練の実施結果についての御質疑をお願いいた

します。 

 浅川委員。 

○浅川委員 おはようございます。よろしくお願いします。まずですね、１ページの１番の避
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難所総合訓練、今、御説明もいただいたんですけれども、各１か所について主な訓練内容に

触れた部分があったので、その辺りをお聞きしたいんですけれども、まず、第八中学校では、

この災害時の地域助け合い相談ブースですか。これ、協議会展示と書いてありますけど、こ

の訓練について、どのような内容が行われているのか、具体的に御説明いただきたいと思い

ます。また、もう１個いきます。 

 金富小学校の臨時災害ＦＭ放送ですね。これは我が会派の名取議員が前々から触れていた

ものでありますけれども、これ、災害時を念頭に、試験放送を実践する訓練というのは大事

だと認識はしておりますけれども、臨時災害放送の運営訓練として、ほかにどのようなこと

が必要となるか、また、今後の方向性についての課題を伺いたいと思います。よろしくお願

いします。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、１点目の第八中学校での訓練の部分についてです。災害時地

域助け合い相談ブースにつきましては、民生・児童委員の活動ＰＲであるとか、ペット防災

に関する展示などを行いました。実際に犬を連れてきて、ペットケージに入れてというよう

な展示なんかをやったところです。 

 ２点目の金富小での臨時災害ＦＭの部分についてですけれども、こちらにつきましては災

害ＦＭの周波数77.1メガヘルツというところが、これが文京区独自のものではなくて複数の

自治体で分け合って共有しているものとなっております。これについては、いわゆる総務省

のほうで実際の災害があったときは、時間割みたいのを決めて放送するような形になるので、

区の方で必ずしも放送したい時間帯にできるというものではないので、その辺が調整とか、

必要になってくる課題の部分なのかなというふうに認識はしているところです。 

○宮本委員長 浅川委員。 

○浅川委員 ありがとうございます。民生・児童委員、八中のほうですね、民生・児童委員、

あるいはペットのことについてということで、ペットの同行避難とはまた関係なくやられて

いるということでよろしいんですかね。 

 あと、このＦＭ放送はこの後、どのようになるのかなというのは、受信は例えば車の中で

77.1で聞けたけれども、総務省で時間割みたいに重なる部分がある中で同じ関東エリアとか、

そういうので重なっているとやはり混線してしまうってもあると思うんですけれども、その

辺りのイニシアティブはやっぱり総務省が中心になってやるということで、あとは災害があ

って何日かしないと、３日とか１週間とかしないと放送ができないと伺っているんですけど
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も、その辺りの調整というのはどのようになっているでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 具体的な部分につきましては正直、まだ何とも言い難いところはあ

るんですけれども、あくまで総務省のほうからそういう通達というか、この時間帯でとかと

いうのが来た上で放送というのはさせていただくというようなところになっております。は

い。 

 あと、ペットのほうについては、すいません。ペットのほうにつきましては、基本的には

今回は展示がメインというような部分と、あと、そこでそういう実際ペットを飼われている

方に向けたＰＲというのをさせていただいたような状態になっております。 

○宮本委員長 浅川委員。 

○浅川委員 このペットの展示というのは、やはりなかなか普段、総合訓練の中ではなかった

ような気がするんですけれども、そこのブースに集まったペットの関係の皆さんって結構多

かったんでしょうかね。それと、あとは、臨時災害のＦＭのほうはまだしっかりと固まって

いない中でこれから調整が大変だと思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。 

 そのペットのほう、どのくらいの人気というのですかね、ブースに集まったのか、ちょっ

と教えていただければと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 一応このアンケートの実施結果からしますと、結構その時にやった

訓練については満遍なく御好評はいただいてたようなところになっております。また、そこ

の部分は基本的に入口近くで展示していたので、皆さんの一応、目にはとまっていたのかな

というふうに認識はしているところです。 

○宮本委員長 中島生活衛生課長。 

○中島生活衛生課長 ペットの防災訓練の関係なんですけれども、よく、とかく言われるのは

ペットを避難させる場所だけを言う焦点があるんですけれども、文京区につきましては動物

愛護協会と協力しながら実際、動物が避難したときに、そこにいられるように日頃から家庭

でもある種、しつけをしていただきたいというところを踏まえまして、ケージを用意して、

そこに例えば来客した方が犬を連れてきたら１回犬を入れていただいて、飼い主さんとか隠

れてください、そういった形でペットがちゃんと落ち着いていられるかどうかを確認した上

で、もしそれができれば引き続き、それをできるような環境をつくっていただきたいという

ことをお願いしますし、やはり犬がきゃんきゃん吠えるようであれば、そこは少しずつしつ
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けをしていかなきゃ駄目ですねということで、動物愛護協会と一緒には啓発をしているとこ

ろでございます。 

○宮本委員長 浅川委員。 

○浅川委員 すいません。今、ペットのことを伺いまして、もう一つ民生委員のことでちょっ

とやっぱりうやむやになっている部分が避難行動要支援者の件だと思うので、その辺りもし

っかりと対応できるようにしていただきたいなというふうに思っておりますけれども、なか

なか難しいとは思いますけれども、置き去りにならないようにひとつお願いできればなと思

っております。 

 また、ちょっと後半の２つなんですけども、林町小学校の総合訓練で、この訓練の具体的

な内容と今後の課題ですね。先ほど、今年度は宿泊キャンプみたいな防災キャンプはやらな

いという、何か原因があったと思うんですけれども、その辺りを教えていただきたいのと、

本郷台中学校のほうですけれども、ちょっと大雪が降って人数がいろいろ集まらなかったの

かなとも思うんですけれども、その中で東京都のトラック協会文京支部の御協力の下に行わ

れていると伺ったんですけれども、訓練の具体的な内容の御説明と、それからこれまでの、

トラック協会さん、すごく活躍されているなと思っているんですけど、これまでの成果と今

後の展開についてを伺いたいなというふうに思っております。 

 それと最後に、また最後は最後でもう１個あるんですけども、ここまでお願いします。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、１点目の林町で実施しました宿泊体験防災キャンプのほうに

ついてです。こちらにつきましては、内容としましては防災に関するレクリエーションで、

ちょっとスリッパをつくってみようであるとか、要するに部屋の中でガラスが飛散してとか

というとき、足元を守るという意味でもそういうスリッパを作ってみようであるとか、基本

的に非常食の試食であるとか避難所生活の体験ですね。実際にパーティションを張って、そ

の場で寝てみたり、あとは特設の公衆電話をつくってみたり、マイ・タイムラインの作成な

どをしたというような内容となっています。 

 また今回、今年度休止するに至った部分につきましては、昨年度のこの委員会の中でも複

数の委員の皆様から御指摘がありました。この防災キャンプにつきましては、やっぱりちょ

っと課題という部分で、子どもたちがちょっと楽しみ過ぎちゃっているというような部分と

いうのが一つ課題として挙げられています。実際の避難所生活というのは、もっと苛酷なも

のなんだよとかという部分ですね。もう少し形を変えて何かしら、今のままだとちょっと避
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難所が楽しいものなんだというふうになってしまうので、そうではないんだよという部分を

きちんと参加した子どもたちにも伝えられるように、また、在宅避難についての重要性など

を認識してもらえるようにという部分で、一旦ちょっと立ち止まって今年度については休止、

また来年度以降、どういう形でできるかというのは今後検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 次に本郷台中学校のほうでのトラック協会に御協力いただいた訓練の内容としましては、

こちら、区のほうで物資集積拠点となっているスポーツセンターのほうから、仮想で物資を

本郷台中まで実際運んで、その輸送ルートの確認であるとか、実際、学校へのトラックの何

ていうんですかね、当てがい方といいますか、その経路であるとか、あとは実際、学校まで

着いた後、じゃ、それをどこの場所にどういう手段で運ぶかというような確認を行ったとこ

ろでございます。 

 また、トラック協会との協力につきましては、これまでも実際、直近ですと能登の地震の

ときに年明け早々から御協力いただいて、実際物資を運んでいただいたりというようなとこ

ろで常日頃から御協力は多々訓練も含めていただいているところです。今後もトラック協会

さんとはですね、いろいろな機会を捉えて、今後も協力関係を築けるように、こちらとして

も様々な場面で協議とか、打合せというのは引き続き続けていきたいと考えております。 

○宮本委員長 浅川委員。 

○浅川委員 分かりやすく説明していただいてありがとうございます。トラック協会さん、本

当にね、頼りになるなということは皆さん、前の能登の件で感じたかと思いますけれども、

やっぱり真面目に仕事のことを考えていらっしゃるなということをいろいろお話しすると思

いますので、お互いに連携をとって、うまく物資の運送に寄与していただきたいなというふ

うに思っております。 

 最後なんですけれども、３ページの(3)の避難所運営ガイドラインの改訂というところで、

東京都版が避難者生活支援指針ですか。これを策定、公表されたので、また改訂しなければ

というお話だそうですけれども、この避難所における在宅避難者への支援について、どのよ

うな方向性を見据えて展開していくのか、伺いたいのと、あとは、またこの改訂が、改訂と

いうか、作成される時期ですかね。いつ頃までに改訂をしていくのかなということも伺えれ

ば教えていただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、この避難所運営ガイドラインへの在宅避難者への支援につい
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て反映するという部分につきましては、例えば避難者情報の把握や共有の仕方であるとか支

援体制の整備、あとは支援内容の整備、避難所に行けない理由のある要支援者への対応など

を盛り込んだ形で追記したいというふうに考えております。また、この策定の時期につきま

しては、一応、今、頑張っているところでございますけども今年度の前半、９月を目途に策

定できればなというところで今作業は進めているところです。 

○宮本委員長 浅川委員。 

○浅川委員 ということは、９月の議会のときに報告があるということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。いろいろ大変なところでありますけれども、しっかりと住民のため

にも災害対策をしっかりしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○宮本委員長 じゃ、続きまして岡崎委員。 

○岡崎委員 すいません。総合防災訓練の実施報告ということで、毎年、この時期に御報告い

ただいているんですけども、今、課長さんからも各避難所ごとにテーマを持って行ってきた

というようなお話もありました。 

 僕も防災キャンプはちょっと行かなかったんですけども３か所、参加させていただいて、

テーマを決めるに当たって、もちろん避難所運営協議会と協議しながら進めていくんだと思

うんですけれども、その中でちょっと感じたのはですね、もうちょっとバリエーションがあ

ってもいいんじゃないかなというのが感じまして。ここ数年、拝見をさせていただいて例え

ば今後、東京都の避難所生活支援指針が公表されて、どういった形で避難所運営していくの

かと、また、在宅避難の人との関係とかもあると思いますし、その辺もちょっと避難所運営

協議会に幾つか提案をして進めてもいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺はいかが

でしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちら、ちょっと訓練の内容につきましては基本的に協議会の皆様

と打合せをしながら、それぞれ協議会でどういうテーマでやりたいかとかという部分は打合

せをしながらちょっと決定はさせていただいているところです。 

 また、今、委員御指摘にあった今後、例えばこの都の支援指針が作成されたことによる部

分につきましては、今後こちらも一応９月をめどに新たな避難所運営ガイドラインというの

を今後、また報告してまいりましたので、それができた暁にはそういう部分も踏まえて、ま

た協議会の皆様とはこういうテーマもどうでしょうかとかという部分では、御提案とかいう
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のは一緒に考えながらできるかというふうに考えております。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 分かりました。避難所運営ガイドラインができてからの話になると思うんですけ

ども、その辺も、より実効的な形で、結構そう、そうというか、300人弱の方が参加されて

いますし、本郷台のときはちょっと天候もあって188人でしたけども、やはり防災意識の向

上という意味では避難所防災訓練ってとても大事な部分だと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 防災意識の向上、先ほど防災キャンプが今年度はやらないということで、去年、議会から

そういう話はありましたかね。余り僕はちょっと記憶がないんですけれども。確かに緊張感

というのも大事だけれども、子どもたちが防災に、きっかけとしても楽しむということもね、

ある意味、大事な部分なんじゃないかなというふうに僕は思っております。そういった意味

では今年は一旦中止というお話ですが、今後内容を検討しながら、子どもたちが参加すると

いうところに僕は大きな意義があると思いますし、と思っているんですけれども、その辺は

どのような認識でしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御指摘ありましたとおり、確かに子どもに対して、そ

ういう防災に関する部分というのを関心持ってもらうという部分では、楽しみながらという

部分も一定必要だとは思います。そちらにつきましては、このキャンプの場ではなく、例え

ば防災フェスタであるとか日中の訓練とか、そういう場でうまくやっていければなというふ

うに考えております。 

 また、宿泊体験のほうにつきましては、これからまた改めて内容を精査した上で、どうい

う形でできるかというのは今後検討を進めてまいりたいというふうに思います。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 分かりました。ぜひ防災フェスタも先ほどね、課長おっしゃっていましたけども、

訓練で様々趣向を凝らしていただいて、より多くの方がやはり防災意識の向上につながるよ

うによろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○宮本委員長 続いて浅田委員。 

○浅田委員 この訓練ももう確か10年ぐらいになりますかね、区内を順番に。その中で防災意

識であるとか、あるいは、こういうことが避難所においては可能なんだよという、そういう
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もろもろのことを区民の皆さんに教えていただくというか、災害時には必要なんだというこ

とが区の所管の皆さんが本当に10年、約10年ですよね、かけてやっていただいたことにはね、

私は感謝申し上げたいというふうに思います。 

 それで、ただ、こうした活動を続ける中にあっても、やっぱり少しずつ改善というのは必

要じゃないかなというふうに思うんです。先ほど来からの議論にもありましたけれども、こ

うした避難所を設置する事態というのは本当に大きな災害、地震であるとか、水が出るとか、

大きな地震、災害があったときにこれは設置されるもので、決してそこに駆け込まなきゃい

けないような状態というのは人間１人生活する上でね、大変な事態で、そんな笑っている場

合ではないというのは、それは分かるんです。 

 分かるんですけれども、私たちがあえて避難所を設置してこうした訓練するというのは、

やっぱり少しでも、少しでもお互いが支え合ったり、あるいは、そこでね、協力し合って、

みんなでこれからね、頑張っていこうという場にしていかなきゃいけないと思うんですよ。

ですから、どうしても避難所というとイメージが暗いとか、つらいとか、大変だとかという

イメージがね、どうしてもあるじゃないですか。 

 3.11のときの避難所なんかもね、私も訪問させていただきましたけれども、それは決して、

何ていうのかな、笑える場所ではないですよね。だけど、だけど、その中でも少しでも快適

な生活が送れるようにしていくというのは、私は必要じゃないかなというふうに思っていま

す。 

 その上で基本的な考え方にまたなるんですけれども、こうした訓練をする上では担当とい

うか、割り当てられた地域の方がこれ、担うわけですけれども、やっぱりね、どうしても区

のほう、防災課のほうがね、これとこれとこれというのがあるじゃないですか。これとこれ

とこれというね。消火訓練であるとかというね。それを各担当の割り当てられた町会さんが

そこを担うというふうにどうしてもなっている傾向はあると思うんですけれども、やっぱり

ね、自分たちが担うんだ、少しでもいいから、これについては自分たちが失敗してもいいか

らやるというようなことを、ぜひ今後御検討いただけないかなというのは率直なところなん

です。 

 つまりね、ちょっと言葉が正確じゃないんですけど、官製防災訓練みたいにどうしてもな

っちゃっていてね、なんです。御報告いただいた、この最初の八中でやった、私の町会が八

中なんでね。みんなで行こうよと話したら、あれは区がやるんだろうと、区が全部やってく

れるんだろうという声がやっぱり聞こえてくるんですよね。ですから、それはそれであった
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としても、自分たちが、何でもいいです、炊き出しでもいいし、あるいは物資を運ぶでもい

いし、何でも。これは自分たちでやろうというような、そういう御指導も私は欲しいなとい

う。 

 もちろん区民の側がね、それをやらなきゃいけないんですよ、私たちが。ですから、お互

いさまなんですけれども、そういう基本的な考え方の下に今後、運営というのはいかがでし

ょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御指摘いただきましたとおり、やっぱり地域で自主的

にやっていただくということは非常に大切なことだと思います。今回この避難所総合訓練に

ついては、基本的に区が主催というような形で協議会の皆様と一緒にやらせていただいてい

るところですけれども、この訓練をきっかけに、例えばその後、例えば翌年なのか、その直

後なのかは分かりませんけれども、そういう場では区も一緒にサポートしながら様々な訓練

というのは、協力できるところは一緒になってやっていきたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 その考えには、ぜひお願いしたいと思います。でね、これはこの１年の報告なん

ですけれども、これを踏まえて今月に文林中学校で避難所運営訓練ってありますよね。これ

に向けて地域で防災のことを自主的に取り組んでいる方が本当に熱心に声をかけて、防災士

の方を始めね、町会の皆さんに声をかけて、自分たちで、自分たちでやろうというような御

提案をいただいています。 

 例えばね、これ、今日も主催されている――（削除部分）さんとかって傍聴、見えていま

すけれども、文林ブースというのを自分たちで考えて、それを区の側の防災課の方、あるい

は地域の方と協働しながら協力し合いながら運営しているんですね。ペットの同室避難であ

るとか八中生、中学生がつくった防災かるたで遊ぼうとか、それから区の物資搬送訓練なん

かも自分たちでやってみようとかね。在宅避難所助かるんじゃークイズとかね、もう様々な

楽しい、楽しいと言ったらあれですけど、やっぱりとっつきにくい、参加しやすいことを自

分たちで工夫しながら考えてね、始まっているわけなんですよね。 

 こうしたことが、私はこの避難所の運営訓練には本当に問われているように思うんですよ

ね。だから地域の資源ね、積極的になろうという方もそうだし、それから、それぞれ担当と

なる、そこを利用される町会さんに、ぜひね、自分たちでやろうということを積極的にぜひ

お願いをしたいと思うんですよね。具体的にそれを、ちょっとしつこいようですけどお願い
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します。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 確かに特にこういう防災熱心な地域とかというのもあるのとか、あ

と、そういう活動を実際に行っていただいているというところは区としても承知はしている

ところです。こういうようなところが実施する訓練など、そういうイベントとかについては

ですね、防災危機管理課も一定、協力できるところはさせていただいているところですし、

あとはそういう訓練に関する助成制度という部分も一緒に御案内して活用しながら、引き続

き区としても協力できる部分につきましては一緒に協力しながら、その辺は進めてまいりた

いと考えております。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ぜひお願いします。汐見地区で言えば、本当に中心になっている方が自分たちで

定期的に会合を開いて情報交換だったり、いろんな勉強会だったり、あるいは、こういう防

災訓練に取り組む呼び掛け、声掛けしたりしているんですよね。ぜひ何らかの形で区として

も御支援をお願いしたいということです。 

 もうちょっと。この中の企画でペットの同室避難訓練というのがあります。先ほどペット、

中島課長からあったんですけれども、それに加えて、加えて、ペットが来たときに、避難所

にね、来たときに嫌だという人がいるじゃないですか。動物はもう見るのも嫌だ、一緒にい

るなんてとんでもないというような方もいらっしゃるじゃないですか。つまり、そうそう、

海津さん、猫、大嫌いなんですよね。それはいいんだけど本当に嫌なんですって。もう、そ

こにいられないぐらい嫌だと。 

 私がここに、この避難所、地域でされている方々の中にペットの避難のことを本当に積極

的に熱心にされている方とお話ししたら、何よりもそういう方、嫌だという方をちゃんと配

慮した議論されているんですよね。そういう方と、もう絶対動線が合わないとかね、もう絶

対ここから、見るのも嫌でしょうからね。そういう工夫なり努力をされているんですね。そ

れがあって初めてペットの同行、同室避難と私はなると思うんです。 

 だから文林中で言えば、もう全く入口は別、それから中の仕切り全く別、通常の方とはも

う隔離に近いぐらいな、それぐらいの配慮をされているんですよね。そういうこともきちっ

と検討されている。だから、そういうことをぜひね、具体的な事例として、ぜひ他の文京区

全体にね、私は広げていただきたいと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 
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○矢部防災危機管理課長 今、ペットのお話ありましたけれども、文京区のほうでは基本的に

避難所運営ガイドラインの素案のほうでも記載はさせていただいていますけれども、基本的

にペットは同行、同伴避難までというところが、あくまで大原則というようなところになっ

ております。 

 今、委員御指摘あったような同室、いわゆる避難者とペットが一緒の場所にというような

ものについては、現状では区の考えとしてはガイドラインには盛り込んでありませんけれど

も、そういうのを実際に今回、文林中のほうでやられるというようなところで、そういうの

は、それをやった上で課題とかもいろいろ見えてくるかとは思いますので、その辺そういう

のは今後、何というんですかね、一つ研究の課題という部分ではさせていただきたいと思い

ます。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 じゃ、最後１点だけ。先日、これは私が地域での報告になるんですけれども、１

町会、一つの町会ね。名前言えば千駄木三丁目南部町会というんですけれども、ここで防災

訓練やりました。そこでね、小倉さん、来ていただいて防災に対するいろんなお話いただい

て、分かりやすい、あれを好評というんでしょうね。好評というのは何か区民の皆さん、本

当に喜んでて。確かにテレビなんかではいろいろ報道ではありますけれども、やっぱり担当

の課の職員さんに直接ね、お話を聞いて意見交換するというのは、これってね、区民の皆さ

んが何か楽しそうに参加してよかったなという、笑顔というか、そういう感じなんです。 

 もうぜひね、区の所管の皆さん、大変だとは思いますけれども、どんどん、どんどん地域

に出てってね、お話、具体例を含めてね、私はこういうようにやっていますよというような

話、いただくことがやっぱりいいなというのを改めて感じました。それはお礼をかねて。 

 ここから先なんです。１町会の防災訓練に120人ぐらい集まったんです。すごいでしょう。

何でかということになる。これはマンション。マンションの管理組合、これ、不忍通りとい

うのはマンションだらけじゃないですか。そこの管理組合にこういうのをやりますというこ

とで組合長さんだとか理事長さんだとか、そういうところに話に行っているんです、全部、

行って。 

 そこで分かるというのはもう皆さん、感じていると思うんだけど、マンションの管理組合

としても自分のところで防災訓練をやりましょうという計画はあるんですよ。あるんだけど

も、もうね、高齢化している、マンネリ化している、人が集まらない。もうどうしたらいい

の、もう止めちゃおうか、今回はパスね、みたいな話、あちこちにいっぱいあるんです。 
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 そこに町会として今度、こういう防災訓練やります、だから管理組合として来てください、

一緒にやれば、いろんな物資の提供なんかもね、区の補助いただいてトイレであるとか、水

であるとかね、こういうこともできます。管理組合として、ぜひ参加してくださいという呼

び掛けをしたら、何と何と120人ぐらい集まってね。やっていることは小倉さんのね、お話

しいただくこと、それとあと起震車、地震体験することね。あとは炊き出し、もうこれだけ

なんですよ。これだけなんですけど、一番多かったのはマンションからの参加者がぞろぞろ

と言っていいぐらいお見えになっているんです。 

 何が言いたいかというと、きちんとマンションのほうに呼び掛ける、働き掛ける。具体的

に何が必要か、あるいはマンションの管理組合さんにはこういうメリットもありますよとい

うことも含めて、きちっと呼び掛けるということが必要ではないかと。それをやれば、やっ

ぱりちょっと違うと思うんですよね、マンションにお住まいの方も。そういう取組というの

を区として広げていくというのはいかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御紹介いただいた訓練というのは非常に好事例なのか

なというふうに思っております。区としても、こういうマンションであるとか町会から、ま

た施設等から、あと、いろんな団体とかからも、そういう御相談があれば、例えば講話であ

るとか訓練と併せてというのは、これまでも実施しているところではございますけれども、

こういったことについては引き続き、こちらとしても区民の皆さんの防災意識の向上という

部分では積極的に御依頼、相談があれば、どんどん協力というのはしていきたいと思います。 

 また、こういう訓練とか含めて助成の制度なんかもありますので、そういうのも併せて御

紹介していきながら、引き続き周知には努めてまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 終わります。本当によろしくお願いします。どうしても大きな災害ね、があると、

私もそうですけど防災意識というのが、時間がたつと薄れてくる、なっているじゃないです

か。3.11があったときはもう大変だと、今後あった時、大変だってね。最近では能登があっ

て、そのときは大変だって、やらなきゃいけないと。だけど、時間がたてばたつ中で気持ち

がね、どうしても薄れてくるというのがあると思うんですが、そこに対してやっぱり呼び掛

けていくというのが災害対策の目的であり、意義だと思いますので、ぜひ地域で私たちも頑

張りたいと思いますけど、ぜひこれからもよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○宮本委員長 浅田委員の発言に個人情報が含まれていたように思われますので、後ほど速記

録を確認して対応したいと思います。 

 続きまして、吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。先ほど何か各避難所の総合訓練の参加人数の話、ちょろ

っと出てまいりましたけれども、本郷台中学校は大雪があったので188人と、ちょっとほか

のところよりは少ないのかなと思いまして。念のため確認なんですけど林町小学校も112人

と少ないので、そういった理由の分析をどう思われているのかというところと。 

 あと、例年に比べて全体的にですね、令和７年度の参加人数というのがどういう数字なの

かというところ、確認のために教えていただきたいというところと。 

 先ほど、それぞれの会場ごとに特徴的な展示が組み込まれているところについて、展示内

容、打合せでテーマを提案して一緒に考えながら決定しているということをおっしゃってお

りましたけれども、本当にうまく内容が分散されているなと感じました。例えばＦＭだった

りとか相談ブース、助け合い相談ブースとか、いろいろと特徴的なものが１個１個、それぞ

れの避難所に入ってきていて、すごいいいなと思ったんですけれども、これは重ならないよ

うに意識されてテーマを提案されたりとか、工夫をされていたのかなということをちょっと

お聞きしたいということと。 

 先ほど、全ての避難所、避難所開設キットの訓練を入れておりますけれども、こちらはも

う毎年実施してもいいぐらいだなと私も思っていまして、浅田委員の質問でもありましたけ

れども、総合訓練が回ってくる前に自主的に避難所運営協議会がですね、訓練を実施できる、

するというのが非常に重要になってくるのかなと私も思っておりますし。あと、協力できる

部分が先ほど一緒に協力しながら進めていきたいとおっしゃっておりましたので、自主的に

ですね、そういった訓練が実施できるような、その団体自体がですね、力を得るように伴走

型のサポートというものを私も経常的にしていただきたいなと思っておりますが、まずは、

ちょっとここまでで１回切ります。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、１点目の参加人数の部分についてです。こちら、例えば林町

小学校ですと今年度112人というようなところでした。昨年度と比較すると、このキャンプ

の会というのはほかの会場と比べて一般参加という部分がないので、少ない傾向ではあるん

ですけれども、それを踏まえても昨年度より若干人数は減っている状態になっています。主

な原因として考えられるのが、これ、実施した時期がちょうどインフルエンザで結構学校の
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休校とか学級閉鎖とかがはやっていた時期なので、それが一定影響しているのかなというふ

うに考えているところです。 

 また、本郷台中学校のほうにつきましては、御指摘ありましたとおり大雪だったという部

分と、あと、当日は選挙もあったという部分で、その辺で実際ぎりぎりまでこちら、開催す

るかどうするかというのは協議会の方とちょっと調整はしたところなんですけれども、協議

会としてぜひ実施するということだったので、そのまま実施させていただいた。結果として

は、ちょっと雪と選挙の関係でちょっと少なかったのかなというふうに分析はしているとこ

ろです。 

 あとまた、それぞれの会場ごとの訓練の内容につきましては、今回御指摘いただいたとお

り、各会場ごとにそれぞれ特徴的な訓練ができたのかなというふうに思っております。こち

らにつきましても我々が特にこういうの、どうですかとかって何か誘導したわけではなくて、

結果としてこのようになったというような状況でございます。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今… 

○矢部防災危機管理課長 すいません。もう１点、すいません。その後の、すいません、サポ

ートの部分なんですけども、こういう訓練をきっかけに、やはりキット、便利だったという

御意見もあれば、もう少し各学校ごとに具体的な部分というのも一定、御意見なんかも頂い

ていますので、そういうのは例えば今後、そういうキットの内容を更新するというようなの

を一緒にサポートしたりとかですね、その辺は御指摘もありましたとおり伴走しながら、そ

の辺は区としても協力して実施していきたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、林町のところは確かにインフルエンザがあったらち

ょっとですね、キャンプなんかできないというところもあります。ただ、それに比べても昨

年度よりも若干減っているということなので、それは分析のしようがないかもしれないんで

すけれども、周知啓発とかも今後、新たにやっていく際にですね、そういった場合もあった

ということで、ちょっと人数が更に参加者が増えるように、いろいろ工夫していただければ

と思いますし。 

 本郷台中についてはですね、大雪のみならず選挙もあったということで、その割にはかな

り参加されているなと、数字を見て、すばらしいんじゃないかとは思いましたので。はい。 

 あとはサポートについてもですね、キット、確かに各学校ごとに具体的に内容、いろんな
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意見を組み入れて更新していくというのは重要だと思いますので、その地域、その地域の学

校のつくりだったり、いろんなものもあります。避難所のつくりとかもいろいろありますし、

主体的にやってくださる方々も違う方々ですので、そうやって個別具体的にサポートをして

いただけたら今後もいいと思います。 

 もう１個、在宅避難を推奨している文京区ですけれども、災害時には避難所を開設するの

はマストだと私は思っておりますし、ここにいる皆さんもそう思っているとは思うんですけ

れども、地域によっては避難所ですね、開設できないから、その避難、そういった災害時に

はちょっと門を閉めたままにするべきだと、大きい声を上げて言っていらっしゃる方とかも

いるというような意見も耳に私もしたことが実はあります。在宅避難の推奨と避難所開設の

整合性というものをいま一度、住民とか区民の方々に啓発していただく、いく必要もあるの

かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらにつきましては各種訓練等、特にちょっと余り実績がないよ

うなところにつきましては、こういう避難所総合訓練などの機会を捉えて、まずは何という

んですかね、まずはキットの確認からという部分から、まずは、間口は広く浅くといいます

か、そういう部分でできるところから、ぜひ一緒にやっていきたいと考えております。また、

その後につきましては、そういうところ、特に熱心にやっているところはもう自分たちでど

んどんやってくれているので、そこまで心配はないんですけれども、余り訓練に手が挙がら

ないようなところにつきましては、区としても積極的にお声掛け、サポートなんかしながら

進めていければというふうに考えております。 

○宮本委員長 先ほど在宅避難と避難所。 

○矢部防災危機管理課長 あとすいません、在宅避難の部分についてなんですけれども、こち

ら、やはり訓練をやっていく中で一定、避難所というのはそれ相応の不便という部分もあり

ますので、そこについては、それだったらやっぱり在宅避難のほうがいいよねというような

ふうに、実際参加してくれている方のアンケートなんか見ますと、やっぱり在宅避難の重要

性を改めて認識したとかという御意見なんかも頂いていますので、その辺は訓練後の機会を

捉えて、また、そうでないその他もろもろの様々な機会を捉えて在宅避難のほうの周知なん

かも進めてまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ちょっと趣旨が違ってですね、在宅避難が推奨されているけど避難所は開設がマ
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ストで、その避難所を地域でちょっと例えば、私も実は10年ぶりに開設する、ある避難所運

営協議会の一員になってから、ちょっとそこの場とかでも結構ですね、避難所の場所は、避

難所は開設する人がいないんだから門を閉めとくべきだとか、そういう議論を１日していた

こともあったりして。そうそうなってくると、ちょっとやっぱり在宅避難も推奨しているけ

ど避難所は誰かしらが開設しなければいけなくて、その開設キットで１度は練習をして誰か

が開設できるようにしておく。区の方も来てくださればあれですし、災害時はいろんなこと

が想定できるので、そういった場面場面でやれることを訓練としてはやっておく必要がある

んだということを、ちょっと啓発していただきたいなと思いましたし。 

 確かにそれで避難所を実際に訓練を実施した後には在宅避難の重要性を感じる方は非常に

多いと思いますし、その在宅避難を推奨するというものは文京区として今までどおりやって

いただきたいですし、でも同時に避難所も開設した上で、その重要性を、例えば避難所に行

かざるを得ない方だって、家が倒壊したりとかちょっとひびが入ったとか。文京区では倒壊

家屋の数とかはちょっと想定の数はちょっと少なかったとは思います。数、前に委員会で見

たときにちょっと今、数字は言えないんですけど、そんなに多くはなかったような気がしま

すけれども、それでも、そういった方々も発生してしまいますので、そういった啓発をして

いただければと思いました。 

 それとあと、最後にですね、防災フェスタなんですけれども、これ、協定を締結している

団体の方々も参加してくださっていると思いますけれども、もし協定締結団体の中でも参加

してない団体さんがあったら、こういった機会に参加を促していただけたらなと思っていま

すし。 

 あと、協定締結団体さんは、それぞれの団体ごとに災害時には多分活動されて、いろいろ

と区との連携を図りながら災害時にはいろいろな活動をしてくださるとは思うんですけれど

も、平時から協定締結団体さん相互の関係性を何か深められるような場を構築できたらなと

も思いますので。 

 例えば、そういったのが防災フェスタの場とかで、それぞれの団体さん同士でちょっと顔

合わせ的な感じでお話ができる機会とかもあったらいいのかなとも思いますので、ちょっと

いきなり、そういった場を防災フェスタでつくることも難しいかとは思いますけれども、そ

ういったことも今後いろいろ御検討いただければと思っておりますので、よろしくお願いし

ます。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 
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○矢部防災危機管理課長 すいません、まず１点目の在宅避難と、あと避難所のほうに避難を

せざるを得ないというようなところにつきましては、こちら、それぞれの会場ごととか、そ

ういう場で様々周知啓発とか含めて一定参加とかしてもらいながら、こういう場所にいざと

いうときは避難しないといけないんだよとかという部分については、これからも区としても

周知徹底という部分は図ってまいりたいと思います。 

 また、協定団体のほうにつきましては今、委員から御指摘ありましたけれども、一つ防災

フェスタの部分というのは一定かなりの関係団体が集まる場ではございますので、そういう

部分等々、その他、ほかの部分も通じてなのかはあれですけれども、その辺は今後もうまく

ほかの関係団体同士もそういう顔の見える関係といいますか、そういうところは構築できる

ように区としても研究はしてまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 よろしいですか。三宅安全対策推進担当課長。 

○三宅安全対策推進担当課長 防災フェスタでの関係、協定団体との顔合わせ等につきまして

は、去年８月に締結した一般社団法人のキッチン協議会様に声掛けをさせていただいて、実

際に防災フェスタ等で御協力いただいたところでございます。今後もですね、こういった締

結団体等の方々にですね、声掛けをしながら、周知を含めてですね、ぜひ顔の見える関係を

築いていきたいと考えております。 

○宮本委員長 続きまして、よろしいですか。石沢委員。 

○石沢委員 私からは、まず、この第八中学校の避難所総合訓練のところで、先ほどの議論の

中でありましたペット防災のことに関わって、ちょっとまずお聞きしたいんですけれども、

文京区のホームページを見ますと、このペット防災に関わってケージを各避難所に用意して

いるということなんですけれども、これが今、確認しても中大型犬用のサークルのみを備蓄

しているということで、各避難所５個ずつ備蓄をしているということで、そのように記載さ

れているわけですね。 

 それで、ただ、避難してくるペットにはいろんなペットがやっぱりいると思うんです。代

表的なのは犬と猫というような感じかなというふうに思うんですけれども、こういったです

ね、猫用のケージについても、ぜひとも備蓄をする必要あるんじゃないかということは請願

なんかでもね、出されていますけれども、その辺りを拡充、必要なんじゃないかということ

で、その辺りの取組はいかがかということをまずお聞きしたいです。 

 それから、もう１点は(4)の本郷台中学校の避難所総合訓練のところでですね、物資輸

送・受入訓練、取り組みましたということで御報告、上がっております。それで、それぞれ
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の中学校でやる避難所総合訓練のところでの物資輸送訓練というのは、スポーツセンターと

か、そういう拠点となるような場所からそれぞれの避難所に物資を輸送して、それを各避難

所、避難している方々に分配するとか、在宅避難者に配っていくとか、そういう訓練をされ

たのかなというふうに思うんですけれども。 

 私たち、この間、かねて言っているのは、文京区には都と連携してね、避難物資、備蓄物

資というのは３日分を用意するということであったと思います。それ連携している都の物資

というのは白鬚橋の倉庫に、東京都の倉庫にあるわけなんですけれども、そこからやっぱり

持ってくる訓練、スポーツセンターとかまで持ってくる訓練、やっぱりこういうものもです

ね、文京区は都と連携して３日分の備蓄を用意していますということを今、言っているわけ

ですから、やっぱり持ってくる、東京都の倉庫から文京区のスポーツセンとかまで持ってく

る、そこについてもですね、やっぱり東京都とちゃんと連携してね、やっぱりちゃんと来る

ということを確認していく必要はあるんじゃないかというふうに、私たちは考えているとこ

ろなんですね。 

 その辺の取組なんかは今、私たち、この間、求めているんですけれども、進んでいるのか

どうか、やってほしいと思いますけれども、その辺りどう御認識か、伺います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず１点目のペットのケージにつきましては、今年度当初予算で議

決も得た上で、もう少し今、大型用のケージですけれども、そうでない、もう少し小さい屋

根つきのものというのは今年度、整備する予定でおります。 

 また、都との連携の輸送という部分につきましては今後の研究の課題ではあるんですけれ

ども、役割分担としてはスポーツセンターなり、物資の集積拠点まで持ってくるところにつ

いては、基本的に都のやるべき部分というふうには認識しておりますけれども、その辺は今

後、都とも情報は図りながら研究の課題として進めさせていただければと思います。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 屋根つきの猫用というんですか、そういうケージも予算の中で議決があれば、今

年度予算に含まれているということなんですかね。はい。それぞれ幾つ、ちなみに備蓄する

予定なのかということもちょっと伺いたいのと、あとやっぱり東京都の倉庫からですね、や

っぱり持ってくるということが前提になって３日分ということでですね、おっしゃってきた

わけなので、ここは確かに役割分担というのはあるんですけれども、連携してというふうに

この間、言っているわけですから、輸送の部分も連携して持ってくる訓練というものをです
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ね、しっかり行う必要があるというふうに思いますので、そこはぜひですね、やっていただ

きたいなということはお願いしたいと思いますけど、そのケージのことをちょっと。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今年度当初予算の中で各避難所５個、５基ですかね、ずつ、一応配

備する想定であります。また、輸送のほうにつきましては引き続き都とは情報共有を図りな

がら、その辺は課題意識を持ちながら、はい、引き続きやってまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ぜひよろしくお願いします。 

 もう一つはですね、防災フェスタについてなんですけれども、この防災フェスタ、私も見

学をさせていただきました。観覧もさせていただきました。本当に多くの方が参加している

なというふうに思ったんですけれども、この展示の中で様々な車両を展示している場所があ

るかというふうに思うんですけれども、ここに自衛隊の皆さんの展示というものもされてい

たかというふうに思います。それでこの展示されているものの中に今回、私が見て気付いた

のが、軽装甲機動車というものも今回展示をされておりました。 

 それで、この軽装甲機動車なんですけれども、この車両説明ですね。これを私もちょっと

見させていただいたんですけれども、この車両説明にはこのように書かれておりました。主

として普通科部隊等に装備され、戦略機動及び戦場機動などに使用される。5.56ミリ機関銃

の車載射撃及び01式軽対戦車誘導弾の車上射撃が可能であると、こういうふうに車両の説明

文は書かれておりました。 

 それで報告事項の報告資料の中でですね、防災フェスタについては区民等の防災意識の啓

発、こういうものを図ることがこの防災フェスタのね、目的だったというふうに思うんです。

この防災フェスタのチラシでも、見て、聞いて、体験して、楽しく学ぼう、防災フェスタと

いうことで書かれているんですけれども、こうした区民の防災意識の啓発という目的に照ら

してみて、こうした何というんでしょう、5.56ミリ機関銃とか、01式軽対戦車誘導弾を車上

発車できるというような、そういう車両を展示するということが、何ていうんでしょう、目

的との関係で言いますと、どうなのかな、ちょっとずれているというか、逸脱しているとい

うかですね。そういうふうに私なんか、捉えるんですけれども、その点の御認識、いかがか

なということで伺いたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今のフェスタに関する部分、特に自衛隊の車両の部分についてです
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けども、実際災害が起きたときに、そういうものを積載してやってくるわけではないので、

そこは今、何ていうんですかね、車両の看板の説明とかという部分については今後その辺は

また、今回御指摘もいただきましたので、今年度も引き続きやりますけれども、その辺はま

た、それぞれの関係団体と協議しながら内容については、あとまた、あくまで災害目的とい

う部分できっちり御参加などはいただくというような形で協議というのは進めてまいりたい

と考えております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ぜひ関係する自衛隊の皆さんともですね、この趣旨に何というんですか、沿った

というか、その枠内での展示というものをですね、やっていただきたいなというふうに思う

んですよね。 

 ちなみに、この5.56ミリ機関銃、ここに説明の中にあったやつですけれども１分間に

1,000発の弾を発射できるそうなんですよね。だから、こういうやっぱりものをね、車上積

載して発車できるというような説明があったりとか、あと実は、この軽装甲車両というのも

防衛省のホームページを見ますとですよ、車体が装甲化されており、敵中での行動で健全性

を発揮するというふうに書かれているんですよ。つまり装甲がある意味というのは敵中に入

って弾を受けても中の乗員が守られると、そういうことがこの装甲車の目的なんですけど、

こういう装甲車というものがですね、実際にこの防災フェスタというところの区民の防災意

識の啓発を目的として、この装甲車自体もやっぱりどうなんだろう、収まっているのか。そ

ういったこともですね、よくですね、検討していただきたいなというふうに思うんですけれ

ども、その点はいかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、御指摘いただいた点につきましては、今後もあくまでこれは災

害目的で、そういう部分で参加の依頼というのはしておりますので、あくまでこれは自衛隊

のほうで出せる車両を出していただいている。実際に災害が起こったときに実際に来るであ

ろう車両の中から幾つかピックアップしてという部分は今後、また今年度につきましてはこ

れから協議とかという部分は進めてまいりますので、その辺は意を用いて調整はしてまいり

たいと思います。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ぜひ主催者文京区として自衛隊の方々とも、カレーとかね、ああいうものは本当

に皆さん、並んでいらっしゃってですね、非常に災害という点ではこういうものも来るんだ
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ということでは非常にいいなというふうに思うんですけれども、やっぱりそれぞれの展示さ

れているものについては主催者、文京区として、よくその辺りは自衛隊と協議してもらいな

がら進めて、見直すものは見直してもらうということも必要かなと思うので、その辺はよろ

しくお願いをいたします。 

 以上です。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 私のほうから、まず、総合防災訓練の実施なんですけれども、避難所は今、求め

られているのは命が助かった、その先の生活の質をどう守っていくかということにもう移っ

ていると思うんですよね。その中で今回訓練の評価がですね、参加者数だけで評価している

みたいに見えてしまうのはもったいないなと思うわけなんですね。 

 やっぱり生活の質を守るということはプライバシーやスペース、睡眠、それから冷暖房で

すよね。それから情報保障というところからすると、そこには多様な人たちが参加、避難所

にもいらっしゃるわけですから、今回の訓練においても要配慮者は何人ぐらい参加していた

のか、車椅子の利用者はいたのか、それから高齢者はどのくらいあったのか、外国人は、子

育て世帯はというふうな、そうした状況をきちっと把握して、その中で見えてきた課題の整

理というのが今後の避難所運営に生かしていく部分、ことになると思うんですけど、その辺

り、どのように整理されているか教えてください。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、令和７年度の避難所総合訓練の中では、特にそういう要配慮

者に特化した訓練の内容というのは、結果としてはございませんでした。一般の参加者の中

にどれだけそういう方がいらっしゃったのかはちょっと今、こちらではちょっと私のほうで

は把握できていませんけれども、そういった部分というのはアンケートなどを一部見ますと、

そういう方への配慮が必要なのかとかという部分は一定、アンケートの中では出てきていま

すので、その辺は区としてもそういう部分について、どういう配慮をしていけばいいのかと

かというのは、引き続き協議会の皆様と一緒に考えていきたいというふうに思います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 特化した訓練をするかどうかではないんですよね、私がお伺いするのは。日常の

中にいらっしゃるわけですよ。そこが見えてないということが、そもそもが避難所の質を上

げていくというところに欠けた視点になってしまうと思うんです。最初から、そこに特化し

て来ていただくわけじゃなくって、日常の中で避難していただく方の中に、今回の参加して
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いただく方にそういう方たちがいたのか、そういう方たちにとってはどうだったのかという

のを常に行政として意識をするということが私はとても重要な視点だと思っているんです。 

 でも、今のお話からするとそういうのが見えてないのかなと、特化してないから、訓練で

はないから来ても来なくてもじゃなくって、やはり多様な方々がこの避難所にいらっしゃる

ということをもっと意識していただいて、そして避難所の質を上げていく。多様な方々がい

らっしゃる避難所だということを常々意識していくということが大事だと思うんですけども、

今後として、どのようにその視点を持っていただけるのか、御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 これまでも例えば備蓄物資の関係でいうと一定、そういう障害者団

体の方の御意見なんかも取りながら備蓄の整備なんかというのも進めてきたところです。今

後もそういう関係団体の方と一定、意見交換などを踏まえながら、避難所の質の向上という

のには努めてまいりたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 そこでですね、様々な多様な方々に参加していただくのが、そもそも地域の避難

所の質を上げていくんだという、まず、広報をしていただいて、地域の方々、全ての人たち

を受け入れますという前提にしてやっていくことが私はとても重要だと思うんですね。 

 もちろん当事者団体の方とか、様々な方の御意見を聞いていただくことはとても大事なこ

とだと思います。だけども、そこの中で自分の地域、もしかして万が一のことがあったら、

在宅避難が難しくなったときに避難していかなくちゃいけないっていったところの避難所に

バリアがたくさんあったら過ごせないわけですよね。様々なところを体験していただきなが

ら御意見を頂く、そして、その先で様々な避難所のことを整備していくというのが大事な視

点だと思うんですよね。 

 そこをもう一度お伺いしたいのは、多様な様々な誰もが参加していただく、それを前提と

した避難所訓練ということをもう少し周知して、その中で見えていった課題を整理していた

だけていけるのかということを御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、御指摘いただきました点につきましては、今、改訂作業を進め

ています避難所ガイドラインの中で、一定配慮が必要な方への対応というようなところで高

齢者とか障害者への配慮であるとか、女性や子どもへの配慮であるとか、妊産婦、乳幼児へ

の配慮であるとか、子どもへの配慮であるとか、その辺、外国人への配慮であるとか、その
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辺は一定、今度、ガイドラインのほうでは盛り込んでいますので、これが完成した後にはそ

ういう部分も踏まえて、協議会の皆様と様々な対応というのは考えてまいりたいというふう

に思います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ごめんなさい。完成しようがしまいが、そこに皆さん、生きて私たちは生活して

いるので、それが完成しないとその方たちがというのはちょっと語弊がある、勘違いされち

ゃう御答弁に聞こえますので、ちょっとちゃんと修正していただきたいと思います。 

 それと、やはり来ていただいて皆さんが参加していただいて初めて、ここにバリアがある

んだな、いろいろ、ここだととてもじゃないけど避難所に来れないな、そうした御意見が例

えば改築、改修していく際のとても大事な起点になると思うんですね。特に現状の改築じゃ

なくて、なかなか改築まで行くところはありませんが、改修していく際にも、例えば今なん

かも特別支援教室の改修なんか進めています。そうしたときに同じ時期に例えば業者が入る

んであったら、あそこのバリアフリーを少し変えようかな、バリアになっているところの障

害をなくそうかなって、そうしたことにもつながるはずなんです。 

 ですから一番大事なこととすると、この訓練を通して課題で何が見えたか、課題を把握す

ることだと思うんですよ。課題を把握して、そして横串を刺した文京区の各所がいろんなと

ころが連携し合いながら、そこのより安心なところにつなげていくということがこの訓練の

意味になると思うんですけども、その辺り、もう一度御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 避難所運営ガイドラインのほうの改訂を待ってというわけではなく、

そこについては引き続き、そういう部分も踏まえて、またこれ、改訂された暁には更に改め

て、そういう部分というのは協議会の皆様と共有なんかはしてまいりたいと思います。 

 また、訓練などを実施する中で実際見えてきた課題なんかという部分につきましては、区

として対応するべきものについては、それぞれ関係部署と情報共有を図りながら進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひお願いしたいと思います。そこでもう一度お聞きしたいんですが、この様々

な訓練をして課題として何を一番認識されているのか、そこをお尋ねしたいと思います。抽

出した課題を、次のところで避難所のところの運営にしても、環境整備にしても変えていく

上で見えてきていることが大事だと思うんです。ですから分かっていること、課題として何
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を一番感じていらっしゃるか、教えていただけますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 実際、訓練に参加した方からの御意見なんかで特に多いのが、やは

り開設キットの部分ではございます。実際キットを使用してみて便利だという反面、もう少

し内容について、それぞれの学校ごとのロケーションというのがありますので、具体的な部

分まで含めて記載したほうがいいなという意見というのは比較的多く上がっていますので、

そういう部分につきましては順次アップデートを図りながら進めてまいりたいというふうに

考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひ、そうした開設キット訓練で実際にどのぐらい、30分が目安だと思いますけ

ども、そうしたところで、どのぐらい時間かかったのかということなども、やはりこの報告

書にはきちっと記載してっていただき、皆さんが見ながら、こういうことがあるんだなとい

うことが分かるような課題として認識したところを通じて、改善としてどういうことを次の

訓練とかにつなげていくという区の考えなのかというのを出してっていただく、また、ガイ

ドライン等にも記載していただくということが非常にこの訓練、税金をかけて体験していく

意味でもとても重要なことだと思いますので、その辺りはお願いできるものなのかどうか、

御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 訓練などを通じて実際、課題として協議会とともに認識できた部分

につきましては、そういう部分は区としても共有して、そういう部分の改善というのは努め

ていきたいというふうに考えております。また、そういう部分につきましては、それぞれの

全体の協議会の全体会などの場でも、それぞれの学校ではこういう課題があった、こういう

ふうにクリアしたとか、そういう部分は協議会全体に向けて、いい事例、悪い事例含めて共

有なんかは図っていければというふうに考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 災害は協議会の人たちだけに訪れるわけじゃなくて、区民全員に行きますので、

それが協議会もその情報までたどり着かなければ理解することができない、知ることができ

ないではなくって、こうした区議会の広報資料などはしっかりと区民に公開されるものなの

で、そこで分かりやすく情報、課題を抽出したものをどのような改善につなげていくかとい

うことをぜひ記載をしていただけるようにお願いしたいんですが、何か記載ができない課題
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がありますか。そこをお伺いしたいと。 

○宮本委員長 あれですよね。年１回の報告でいろんなテーマごとに課題と今後の取組を報告

されていますけども、避難所総合訓練においてもそういった課題と今後の取組というのは記

載されていくかと思いますけども、そういうことをおっしゃっているのかなと。 

 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 頂きました御意見を踏まえまして、その辺は考えてまいりたいと思

います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。やはりせっかく訓練していただいたとこ

ろなので、そこで出てきた課題、そしてまたよかったことも含めて改善点なども記載してい

っていただくと、これから何かがあったときの皆さんが共有できるものになると思いますの

で、ぜひお願いしたいと思います。 

 次に今度、避難所運営ガイドの改訂をしていただくということなんですけど、在宅避難へ

の支援を反映した上で改訂するということで、東京都の避難者生活支援指針が現在の避難所、

今は避難所中心だけども、これからは避難所支援だけじゃなくて在宅避難、親戚等への避難、

それから車中泊なども支援対象として考えられるようになってきているわけですよね。そう

した中で今後、在宅避難の人たちへの拠点となるのが避難所ですよね。中心となって。在宅

避難を支援する拠点になるのが今のところ、避難所になっていると思うんですけども、そう

すると在宅避難への支援する避難所の訓練というのも重要になるんじゃないかと思うんです

けど、その辺りはどのように検討されているのか、教えてください。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回、避難所運営ガイドラインに一定、在宅避難者への支援につい

てという部分は記載を検討しているところではございます。こちらにつきましては、あくま

で避難所運営にかかる部分というようなところまでを考えておりますので、それとは別に、

それについては別途、研究というのは進めてまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ごめんなさい、私の認識が甘かったのかもしれないんですが、避難所運営は避難

所運営、避難所運営の中で、私は在宅避難の支援もしていくのかと思っていたんですけども、

そこは全く別物だという理解でよろしいんですか。だとすると、そこの在宅避難の支援を担

うのは誰がやっていくのか、教えていただけますか。 
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○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回この避難所というのは、そういう在宅避難の支援の拠点の一つ

として候補として考えられている部分で、そうじゃない部分というのも当然拠点としては、

候補としては都の指針なんかでも挙げられていますので、その辺は今後検討していく部分で

あるというふうに認識しております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 いえ、それは分かっているんだけど、そうじゃなくて私がお聞きしたいのは、在

宅避難の拠点となる避難所は、そこの在宅避難の拠点としての、在宅避難の拠点となる避難

所は誰が在宅避難を支援するんですかということ聞いている。どのスタッフがやるんですか。

もし避難所運営やっている組織がやるんだとすれば、それもきちっとそうした訓練もやらな

くちゃいけないんじゃないですかって。だから避難所の中では、在宅避難の支援拠点として

の、誰がやるのかということを、ごめんなさい、お伺いしたい。 

○宮本委員長 先ほどあれですね。岡崎委員が初めに質問された、避難所における在宅避難者

への支援について、反映して、それを訓練に入れたらどうだという、質問と同じような内容

なのかなと。それを誰が担うのかというところです。 

 矢部防災危機管理課長、お願いします。 

○矢部防災危機管理課長 現段階で具体的に誰が担うというところまでは、まだちょっと都の

指針のほうでも示されてはおりませんので、そこについては今後考えていくべき課題という

ふうに考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 災害はいつ訪れるか、もちろん分からないところですので、それが訪れて避難所

運営されている方たちに突如、避難所、在宅避難の支援もお願いしますというわけには、な

かなか難しいものがあると思いますので、そこは都や国のことを待つのも大事かもしれませ

んが、見えてきているところの中で道筋はきちっと組織の避難所を運営してくださる方々の

ところには、まずは届けていく。こういうふうなことで考えているということは基本的なこ

とはお伝えいただくのが、速やかな開設にもなるし、まさに在宅避難ということも大事にな

ってきますのでお願いしたいと思います。 

 もう１点、在宅避難をしていく中で大事なのは、在宅避難を進めるに当たっては大事なの

は頑丈な建物をもってして、避難所に行かなくてもいいということだと思うんですけれども、

その中で文京区は耐震改修を少し、少しじゃないですね、補助を上げてきてくださっている
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ところですが、区としてはどのような耐震改修、耐震補強ですね、補強をどのように進めて

いこうとしているのか、その辺のやはり連動するところだと思うんですよね。考え方だけで

もお聞きできればと思います。 

○宮本委員長 今、総合防災訓練の実施計画についてなんですけども、在宅避難を推奨してい

る上で自宅の耐震化が必要だという質問かと思いますけども、ちょっとここの報告事項とず

れるかもしれないんですが一般質問のほうでよろしいですか。ありがとうございます。 

 海津委員、お願いします。 

○海津委員 ここは一般質問でお願いできればと思います。 

 もう一つ、最後にですね、先ほどからペット同行同伴の話が出ていますが、ペット同行か、

同伴かというところで、文京区で同伴というのはなかなか難しいと思いますが、今度、千駄

木のほうでトライされるということなんですが、そこの中で飼い主の方が、ペットがどのよ

うな環境で過ごすかということで、そうするとなかなか、本来だったら避難所に命、安全の

ためからすると避難したほうがよかったとしても在宅ということ、車中泊とか、いろんなこ

とも選択肢になると思うんですよね。 

 そうしたときに例えば避難所運営の中でペットとか、そういうペットの同行避難とかをし

たとき、例えば今度、同伴避難のあれも千駄木のほうでトライをしていくんだとすれば、そ

うしたもので見えてきた、やはり先ほど浅田委員からも再三出ていましたが動線ですよね。

動線なんかについては、しっかりと出てきたものがまとめられて、今なんか、これから千駄

木文林の改築に向かうわけですから、そこの中の動線の中にしっかりと確保されていくとい

う連携がとても大事だと思うんですけども、その辺り、どのように考えていらっしゃいます

か。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらの今、改訂作業を進めている避難所運営ガイドラインの中に

も一定記載はありますけれども、ペットを受け入れる場合につきましては、あくまで原則、

飼い主の方の責任で飼育というのはやってもらうということは、基本的に徹底したいという

ふうに考えております。 

 また、ほかの避難者への危害が及んだりということも動物については当然、一定受け入れ

られないというような部分も記載はありますので、その辺は今後、今回、文林のほうで実際

動線を分けてやるとかというのは一つ、何ですかね、チャレンジする部分で、そういった部

分で何か一定課題なんかも見えてくるとは思いますので、そういったものは今後のほかの部
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分について参考になるべきものとして、今後ちょっと推移をちょっと見てまいりたいという

ふうに考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 先ほど来、要配慮が必要な方とか様々なお話もさせていただいていますけども、

そういう方たち、ペットもそうですが、そこにいられるかどうかって本当に環境によって左

右されるんですよね。建築ですよね。建物がどういうものができていくかということによっ

て大きく違ってきますので、しっかり見えてきたことに関すると、せっかく千駄木でやって

いただくことであるんだったらば、千駄木、それから文林の中の設計の中に生かしていく。 

 まさに設計思想ですよね。共存していく、ともに誰も排除することなく、ともにい合える

というところの学校をつくっていくためにも、非常に重要な視点になってくると思いますし、

資料になってくると思いますので、そこはしっかりと防災課として教育委員会のほうに、ま

た建築、施設設計のほうにも共有していただいて、よりよい区民の財産、こういう施設です

よね。公共施設をしっかりとつくっていただくように最後にお願いしたいと思いますが、そ

このところ、答弁お願いしたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 この辺につきましては今後訓練を通じて見えてくる部分なんかとい

うのは、今後、関係部署と課題なんかは共有しながら、その辺は情報共有を図ってまいりた

いというふうに考えております。 

○宮本委員長 よろしいですか。 

 豪一委員。 

○豪一委員 それぞれの委員がいろいろな良い質問をしたので、ちょっと手短にいろいろ聞き

たいと思いますけど、私ね、2011年の3.11というときにね、石巻市に行って、そこの旧北上

川を上ったところの津波が逆流したところのね、水明町というところにボランティアで、築

地の場外の振興組合の方々と炊き出しに行ったんですよ。そのときにね、先頭が装甲車、給

水車、あとトラック、３台編成とかね、走ってきましてね。まだ３月の終わりぎりぎりぐら

いだったから、もう瓦礫の山なんですよね。主要道路だけはきれいにしてあったけど、側道

みたいのに入るともうみんな、ガレキの山みたいな、もう臭いもすごかったりの状況で。 

 装甲車ね、給水車、みんなそこに長蛇の列ができることにその後、なるんだけど、やっぱ

り装甲車はね、上にね、積めるだけの荷物を背負っていて、下ろして、給水車とトラックは

残して配布部隊になって、その後、装甲車はシャベルとかも積んで、その瓦礫の中、入って
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いったんですよ。 

 何が言いたいかというと、そのときに機関銃とか積んでない。何が言いたいかというとね、

装甲車の走破性なんですよ。そういう災害時に瓦礫の山とか入っていって、何ていうのかな、

捜査活動というのかな、探査活動できるように必要な役割をしているというのは身に染みて

感じたんですね。だから別にね、これ、実際に実弾を積んでみるとかいうわけじゃないし、

そういうもので活躍しますよってアピールだから、私はね、防災課に継続してね、自信を持

ってやっていただきたいと、そんなことに一応躊躇しないで、しないでほしいなということ

をまず言っておきます。 

 それとですね、私の質問は皆さん、いい質問たくさん出たんで、例えばペットの話、同伴

とかに関しては、これ、もう奥が深いですからね。この場じゃなくて別途やっぱり協議が必

要なのかなというふうに思っています。 

 基本的には飼い主の責任は当たり前だし、在宅で避難してもらうと。ケージの話も基本的

にペットを飼っている方々というのの教育というのも大事ですし、ケージなんていうのは本

来、自分で用意しておかないといけない、ペットを飼う以上。やっぱり、それを避難所に一

緒に持ってくるとかね、そういうこと。 

 例えば被災に遭って家屋が潰れてケージが取り出せないとか、そういった一定の場合にケ

ージのストックというのは必要かもしれないけど、基本的には個人で自分のペットを守ると

いうのを基本にしたルールづくりなんていうのは別途、今回の避難所運営の啓発で協議する

べきじゃなくて、別途やれればいいんじゃないかなというふうに考えています。 

 私がこの報告事項で気になったのは、やはり吉村議員も言いましたけど人数の差なんです

よ。インフルがあったとか、いろいろ言っていましたけれども、やっぱりそれ以上に地域で

の防災意識の差、それは行政が見えているのは町会の役員だとかですね、避難所運営協議会

の方々のやっぱり格差であって、実は文京区全体で見ると防災意識を持っている方というの

は、そういう町会の役員じゃなかったり、避難所運営協議会に入ってない方でもかなりの数、

いると思っているんですよ。その辺のコミュニティのつくり方だとか囲い方をうまくやって

いけばですね、もう少し地域地域の防災力というのは上がっていくんじゃないかというふう

に考えていますけれども。 

 この防災訓練、避難所運営訓練というのは避難所運営マニュアルを活用して開設キットを

見ながら、私からするとこれ、最低限、区がやってほしいという33か所の地域、避難所に求

めるものであって、最近、ありがたいのは昨年のこの八中でもペットブースを入れていただ
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くとか、柔軟に対応していただくとか、今回ですね、６月21日に行われる文林でも浅田委員

が言ったようにブースを、地域の意向を聞いたブースを取り入れてくれたり、そういうのは

誠にありがたくて感謝しているんですけども、本来どんどん、どんどん地域の方が自分たち

で色をつけて、自分たちで独立して運営訓練をどんどん、どんどんやっていったり、防災意

識を向上するというのは、区は考えているところなのかなと。 

 今、この訓練、10年ぐらいもうやっているという話もありましたけど、これは今後ね、い

つまでこういうことをやっていくべきなのか。それともやっぱり、何ですかね、囲い込みだ

とかですね、防災意識が地域で根づいていけば、これが必要なくなって各自の地域でやる避

難所運営訓練なんかを区がサポートするような形にやっぱりシフトできていくのか、その辺

の将来の展望というのをまずお聞かせください。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、こういう訓練というのは常に必要なものだというふうに認識

はしているところです。内容ややり方については今後の情勢とかに応じて、また、何ですか

ね、過去の教訓からとかによってどんどん中身というのは一定変わっていったり、アップデ

ートされていったりするものと考えておりますけれども、区としても、区が主導でやれる部

分というのはどうしても一定限界はありますので、将来的にはやはり地域の方が自主的にや

っていただく、それを区は伴走してサポートしていくというような方向でやれれば、より多

くの回数なんかはこなせるようになるのかなというふうに認識はしているところです。 

○宮本委員長 豪一委員。 

○豪一委員 ありがとうございます。もう締めますけど、あとで一般質問でちょっとお伺いし

たいと思うんですけれども、ぜひですね、そういう文京区全体の防災意識ある方たちをうま

く囲い込んだりですね、機運醸成というのを応援しますのでね、ぜひ一緒に取り組んで対策

していければなと思っております。 

 以上です。 

○宮本委員長 じゃ、たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 ありがとうございます。先ほどの質疑の中で、海津議員の様々、多様な

方々に対応できる避難所であるべきではないかという意見は、ごもっともだなというふうに

思いますけれども、訓練としては要配慮者の特性に合わせた形で開催して、それで意見交換

をすることで集中して質を上げていくということも大切な視点なんじゃないかなというふう

に感じた次第でございます。 
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 これまで令和６年度に行われていたような形の訓練もいいんじゃないかなというふうに思

いますけれども、先ほどの課長の御答弁の中で触れていた、特化した訓練という方向性の意

義についてお考えを伺いたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 それぞれ障害の特性に応じた訓練というのは、やはり一定、地域の

方がそういう方に対して、どういう対応をとればいいのかという部分を実際、経験していた

だく上でも有意義なものだというふうに認識しております。特化したものであるとか、様々

な方に対応したものとか、形はいろいろあるかと思いますけれども、それはそれぞれ区の職

員もそうですし、地域の方もそういった方に対して、どういう一定の配慮といいますか、そ

ういう部分が必要だという部分を経験していただくという部分では、それぞれ有効な訓練の

一つの項目だというふうには考えているところです。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 御答弁ありがとうございます。本当に有効な方法の一つかなというふう

には思うんです。先ほど岡崎委員の御質疑の中で、バリエーションを増やしてはどうかとい

ったところの御答弁として、協議会の要望を聞いて決めていくんだというような形での御答

弁がありましたけれども、私としては、担当者として有意義な訓練の形というのは必ず盛り

込んでいただきたいなというふうに提案したいと思うわけです。 

 特に必要と考えるのが今、申し上げたような要支援者の特性に配慮した訓練の形、昨年度

は全項で未記載というふうになっていたんですけれども、やはり災害弱者対策という訓練の

形は必ず盛り込んであるべきなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがで

しょう。 

 その特性って既に防災の計画には書いてあると思いますけれども、高齢者とか視覚障害、

聴覚障害、あと子どもの発達だとか医療的ケアとか、本当にいろいろあると思うんですけれ

ども、様々な要配慮ごとに、こういうことを考えたらいいんじゃないかというのを一つのテ

ーマにする。それから併せて、今回これ、テーマでやりますので来ていただけませんかみた

いな形で呼び掛けて、意見を伺う貴重な機会となるんじゃないかなというふうに思うんです

けれども、そういったことを要配慮者支援というところを必ず入れるべきだというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらにつきましては各訓練やる場合、実際、各協議会の皆様なん
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かとは打合せなんかも何度か重ねさせていただいていますので、そういう中で、ほかの事例

であるとか、そういうところは、横展開できるものについては共有しながら、ほかのところ

にも派生というか、波及というか、させていただいていければなというふうに考えておりま

す。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 分かりました。そこの情報提供だけじゃなくて、区のほうで、これは確

実に拡充していくんだというところをテーマとして掲げていただけるとありがたいなという

趣旨でございますので、よろしくお願いします。 

 次が在宅避難者の支援に関する具体的な方向性についてなんですけれども、これまでも御

質疑がございましたけれども、都の指針で示されたものを受け止めてというところですが、

実際、想定される１万人規模の在宅避難者に情報をどんなふうに届けるのかということを、

どういうふうにガイドラインに書いていくのかという方向性について、お伺いしたいと思い

ます。避難所が拠点の一つになるとの答弁が先ほどありましたけれども、混乱を避けるため

には、これまで提案してきたような地活を始めとした在宅避難の拠点というものをつくって

いただいてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回、ガイドラインの中で盛り込ませていただくのは、あくまで避

難所運営ガイドラインとして一つ避難所外避難者の拠点ともなり得るという部分で記載させ

ていただく部分となっております。 

 また、何ていうんですかね、避難所外避難者に対する、その他の今、副委員長のほうから

地活をというようなお話もありましたけれども、その辺はまた別途、今後検討は進めていく

べきものであるというふうに認識しております。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知しました。私としては、ここで切り離しちゃう、避難所外避難者は

別のところで支援するという形も一つなんじゃないかなと思うんですけれども、これはこれ

までどおり、避難所のほうで支援したほうが有効だといったような受け止めでよろしいでし

ょうか。 

 それから誰が自宅にとどまっていて、どの程度、支援を必要としているのかというのを把

握する必要があるかと思うんですけれども、避難所に来てくださる避難者の方、避難所で生

活する避難者の方は実際に来られるので分かると思うんですけれども、それ以外にとどまら
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れている方を把握するには、アナログな方法だけではなくて、デジタルの活用も必要になる

のかなというふうに思いますけれども、こちらはどのような方向性になりますでしょうか。

都の指針も踏まえてですが。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、御指摘いただいた部分につきましては、23区の防災課長会の中

でもそういったところはテーマとして挙がっているところです。ここについてはアナログな

方法、あとデジタルな方法などを踏まえて、そこは今まさに検討しているところでございま

すので、今後ほかの区の状況なんかも情報共有しながら考えてまいりたいというふうに思い

ます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知いたしました。そうやって考えていただいたものは、どういうふう

に表に出てくるんでしょうか。恐らく避難所運営ガイドラインではない、何かなのかなと思

うんですけれども、地域防災計画なのか、どういうふうに我々が知ることができるのか、教

えていただけますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 現段階では具体的に例えば地域防災計画に掲載するのか、別のそう

いうものをつくるのかというのは、まだちょっと決まっていない状況ではございますけれど

も、今後、状況を踏まえながら、そこは考えてまいりたいというふうに思います。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 最後の質問ですが、先ほどの御答弁の中で防災キャンプの今年度の中止

の理由として、昨年度、議会からも意見があって立ち止まることにしたといったような御発

言がございました。 

 私、昨年６月定例会の会議録全て今、見直していたんですけれども、委員の皆さん、誰も

事業を止めて見直すようにという提案はしてないんですね。例えば引用しますけど、山本委

員はもう１回拡充してはどうかというような方向性の質問をされていらっしゃいまして、そ

れに対する答弁として、回数を増やす予定は現在ございませんけれども、内容の充実には努

めていきたいと前防災危機管理課長は答弁されております。先ほどの御答弁の中では、どの

発言を根拠として今年度中止を決定したのか、お伺いできますでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらは昨年の６月のこの災害対策調査特別委員会での中になりま
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すけれども、やはり親御さんの例えばアンケートの中でも、子どもがちょっと楽しみ過ぎち

ゃっているというようなところで心配する声があったりであるとか、あとは参加者の安全な

んかも踏まえた上でという部分を考えると、委員の御指摘の中では例えば、すいません、こ

ういう経験も大事だけれども、その中で実際に子どもたちが防災とか学校に泊まれて楽しか

ったなんていう意見なんていうのは、それはそれで必要なのかもしれないけれども、そうじ

ゃないところも実際は実感してもらいたいというような意見なんかも頂いているところです。 

 そういった中で、体育館で泊まるのは実際もっと本当はしんどいんだよとかですね、在宅

避難に対しての意識というのも、そういう経験ができればきっと変わってくるというような

御発言なんかもありました。そういった中で、いざというときには家の中の防災対策をどう

やってやっていこうかとか、そういうふうな逆の防災意識の啓発にもなるかと思うので、そ

ういった部分、宿泊のイメージというのは一遍に変えろとは言わないけれども、そういった

方向も加味しながら、ぜひ考えていってほしいというような御意見もありましたので、一旦

中身を精査させていただく期間として、今年度はちょっと休止というような判断をさせてい

ただいたところです。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知しました。この１年前の議論では精査を前提とした答弁にはなって

いないんですよね。そのときの御答弁で、仮に議会の皆さんからそういう慎重な意見があり

ましたので、ちょっと来年度に関しては見直していきますという御答弁があったとしたら、

私だったら、いや、ちょっと待ってくださいよという、これは区民のために必要なものです

し、こういうふうに改善の意見は出しますけれども、止めることはないじゃないですかとい

う議論になったと思うんですよ。 

 ただ、課長答弁としては拡充に向けた、止めて見直しではなくて、もっとよくするために

考えていきたいというような内容の御答弁で、我々もそうだと思う、我々というか、私はそ

うだと思うし、そういったような議論だったはずなんですよ。 

 名取委員からも面白いこと言っていて、225組の人が申し込んだんだから、それだけ詰め

込んだらどうなるかというのも必要なんじゃないかというような御意見があった。それに対

しては安全性に対してできないというようなお答えでしたけれども。例えば議会のこういう

意見があったから止まっちゃうということが今後あると、ちょっと困ると思うんですよね。

なので、動きながら、走りながら見直していただけるとありがたいのになというふうに思い

ます。こういった形で議会の議論を引用されちゃうというのは、ちょっと私としては残念だ
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なというふうに思いますので、そこのところは立ち止まらずに今年度内に１回開催をしては

いかがか。 

 最後に提案しますが、例えばね、学校の避難所運営訓練はこういった形で今年度やるとし

て、区役所の庁舎を活用して、帰宅困難者の訓練として防災キャンプを１回追加してみては

いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御指摘ありましたように一旦立ち止まらずにというよ

うな御意見もいただきましたけれども、中身についてはやはりどうしても今のままだと楽し

み過ぎちゃっているという要素というのはアンケートの中、親御さんも心配するというのが

アンケートの結果からも一定、声としては上がっていますので、そこについては一定、中身

はちゃんと精査した上で、区としても考えていきたいというふうに思っているところです。 

 なので、今年度につきましては一旦、中身を精査する期間と考えさせていただいて、一旦、

あくまで中止するわけじゃなく休止というような扱いですので、今後よりよい形で、また再

開とかというのは、時期はちょっとまだ示せませんけれども考えてまいりたいというふうに

思っております。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 楽しいというところが課題として出てくるのがちょっと私、心配で、他

自治体の事例だとか、あと、日本防災キャンプ協会というところがあるんですけれども、そ

このトップページ見るとキャンプで楽しく続ける防災というふうに出てくる。やっぱり親し

みやすさとか、お子さんとかって考えると、楽しさ抜きにしちゃって訓練みたいな感じでや

っちゃうと、せっかくの意義が失われちゃうんじゃないかなというふうに思います。精査し

ていただいて来年度ということで大変期待しておりますので、ぜひ楽しみながらちゃんと学

べるというような活動になることをお願いします。 

 以上です。 

○宮本委員長 以上で報告事項１を終了いたします。 

 続いて報告事項２、文京区災害時トイレ確保・管理計画の策定についての御質疑をお願い

いたします。 

 宮崎委員。 

○宮崎委員 こちら、資料第２号、文京区災害時トイレ確保・管理計画の策定についてちょっ

とお聞きいたします。こちら、災害時のトイレ確保に関しましては、1995年の阪神・淡路大
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震災から2024年の元旦に起きました能登半島地震までの30年間の期間を経ても、災害時のト

イレ問題に関しての被災地における深刻さの改善は、なかなか見られなかったという意見も

ね、多く見られ、正直、言って現実的なそういった意見なのかなと、そこは思います。 

 そのような、今までの被災地で起きた問題も踏まえ、避難所等のトイレにね、被災者が殺

到し、衛生状況がね、悪化することを想定される中での今回のこの災害時のトイレ確保・管

理計画の策定については、大変ね、意義があり、重要なことだと感じます。災害時のトイレ

対策に関しましては、このような行政の動き、働き掛けは大変有り難いですし、万が一の状

況に対しての準備をしっかり前に進めていただいているのが分かります。 

 このようにね、区側などの行政がね、もしこの先、東京、そしてね、文京区に大災害が起

こり、水道の、ライフラインが機能を停止したりした場合の状況に対して、混乱をできるだ

け避けるために準備を進めていると同時に、この問題に関しましては区民の方も普段からの

意識を持つとまではいかなくても、もしものね、万が一になったとき、毎日誰もが使ってい

るトイレが使えなくなってしまったらという、考える機会などをね、多くの区民が１度でも

持つことで、各自の意識がちょっとね、変わり、もしものときの混乱の抑制効果にもつなが

るのではないかと考えます。 

 もしもの万が一の状況になったときにトイレをどうするかと考えたり、または意識する機

会の創出に関しましては周知や働き掛け、例えば、トイレ防災セミナーを開くなどのね、い

ったことも必要になってくるのではないかと考えますが、その点について、区のお考え、見

解をお聞かせいただけますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御指摘いただきましたトイレに関する周知の部分につ

いてですけれども、今ですね、区としては一定、マンションの管理組合であるとか、そうい

う管理会社とかに対して、そういうトイレの防災セミナーとかというのは実際実施している

ところで、今年度もまた計画はしているところです。また、広く一般の区民の方についても、

やはり食料の備蓄というのは一定、進んできているかというふうに認識していますけども、

やはりトイレの重要性という部分については、改めて区としても区民の皆様に周知徹底とい

うのは今後図っていきたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 宮崎委員。 

○宮崎委員 ありがとうございます。私もね、今ちょっと管理組合の話、出ましたけども、私

も今、住んでいるね、マンションでありますプラザ江戸川橋の管理組合の理事長とね、あと
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防火防災管理者も務めていることから、今年の１月に行われました災害時のトイレ対策を考

えるセミナーに参加させていただいたんですね。こちら、区がやっている。こちらをこれ、

マンション管理組合だけとかでしたっけ、町内会長とかは対象に。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 そうですね。決してマンションの管理組合とか、そういうところだ

けが対象ではなく、はい、というような形で開催はさせていただいています。 

○宮本委員長 宮崎委員。 

○宮崎委員 ありがとうございます。そのときのセミナーにも参加させていただきましたが、

それね、とても分かりやすくて、実際に各地の被災地でね、起きたトイレ問題などに関して

も理解できるセミナーの内容でありまして、参加した方々はね、被災したときのトイレ問題

って本当、こんな大変な状況になるんだって感じるであろう、具体的な内容をしっかり詰め

込んだね、セミナーで本当によかったと思います。 

 そのセミナーの中でも被災地の避難所で聞いた今、必要なものとして一番に上がるものが

簡易トイレであり、そしてね、避難所で問題となった施設設備のこれ、アンケートをとった

ときにね、上がったところでもトイレがね、74.7％と、施設設備で問題になったトップとし

て挙げられていることからも災害時のトイレ確保、トイレ問題の組合の周知はね、いろいろ

とね、難しい点もあるかと思いますがしっかり実施していただければと思います。ありがと

うございました。 

○宮本委員長 ありがとうございました。御質疑ございますでしょうか。 

 豪一委員。 

○豪一委員 今回ですね、災害時のトイレ確保・管理計画の骨子をつくっていただくというこ

とで、大変楽しみにしてます。やはり根津地区は結構防災訓練、盛んで、来る６月28日にも

トイレについての防災訓練をやるんですけれども、結局ですね、避難人数を想定したときの

トイレの備蓄ストックだとか、古い学校の校舎とか避難所になると校舎とか施設の敷地内に

マンホールトイレなんかはなくて、やっぱり緊急支援物資を運ぶ車両が通る道路上のマンホ

ールを使うとかですね、ちょっと矛盾しているような感じの場所のマンホールだったりする

んですよ。 

 そういうのも今回いろんな管理計画で精査していただいて、実際、支援物資が来たりする

ような道路で、何ですかね、何だ、マンホールトイレを使う合理性があるのかとか、結局、

例えばトラックが通るときに撤収しないといけない、また設置する、そういう役をね、そう
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いう災害時に誰がやるんだとか、いろんな問題が出てくるんです。 

 普段、避難所運営訓練でマニュアルどおりにやってもですね、仮設トイレなんかをやりま

した、みんな、校庭とかにするとき、雪とか台風だったらどうするんだと、あとストックし

ているトイレも実は手すりがなくてね、結構、高齢者が多いのに座ったり立ったりできて、

障害者用の、高齢者用の手すりがあるトイレもあるんだけども値段が高かったり、ストック

が例えば５個あるうちの１個しかないとか、いろいろな様々な問題があるんです。 

 あと、携帯トイレでも実際、皆さん、尿をしたり排尿したりするところまでやってないの

で、実際にそういうペットボトルに水を入れて、そうしたものをどこに廃棄するのか。ごみ

問題ですね。そういったところも、できれば33か所の避難所で、もちろん独自地域でどこど

こに捨てたほうがいいんじゃないかというのは細かく決めるべきなのかもしれないけど、あ

る程度、マニュアルみたいのをですね、行政で用意してあげたほうがアレンジがしやすいと

いうようなことを考えているんですね。 

 ですから、ぜひ、何が言いたいかというと、この管理計画、すごい期待しています。大変

な作業だと思うんですよ。ですけれども、ぜひ、いい区民の避難所の指針になるような計画

にしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○宮本委員長 答弁よろしいですか。 

○豪一委員 うん。意見、提案。 

○宮本委員長 じゃ、矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 すいません。まず、最初にありました道路上にあるマンホールトイ

レという部分につきましては、基本的にはそこを御使用いただいて、例えば車両が通るとき

なんかはコーンなりで、そういう部分を避けていただくというようなのが一義的にはやって

いただく対策なのかなというふうに考えております。また、それが道幅の関係でそれだけじ

ゃ対応できないというようなときについては、それはそれでちょっとまた別途、考えていか

ないといけないというふうには思っております。 

○宮本委員長 豪一委員。 

○豪一委員 実はね、でも２項道路で４メーターしかない道路だから、マンホールど真ん中に

あって、そこにね、トイレどかしてコーン置いたら車両も通れないということになるんでね。

やっぱり、そういうところも結構あるんじゃないかと思うんですよ。それは別に今、回答を

求めているわけじゃないので、この計画をする時なんか、33か所の避難所、いろんな避難所
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がありますから、やっぱり個別にできるだけ細かいトイレ計画というのはしていただきたい

というふうにお願いします。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、御指摘いただきました点につきましては、それぞれのロケーシ

ョンごとに課題認識としてはちょっと持たせていただいて、今後計画の中にどういう形で盛

り込めるか、ちょっと今の段階ではお示しできませんけれども、考えてまいりたいというふ

うに、はい、思います。 

○宮本委員長 御質疑ございますでしょうか。岡崎委員。 

○岡崎委員 災害時トイレ確保・管理計画ということで、もう宮本委員長は四、五年ぐらい前

かな、ぐらいからトイレ計画、必要じゃないかという提案をされてきて、今回、東京都でト

イレ防災マスタープランに基づいて作成するわけですけども。 

 今、豪一議員もおっしゃっていましたけど、いわゆる計画をつくるに当たって区全体とし

ての計画は当然だと思うんですけど、いわゆる33か所の避難所によっても学校の新しさ、古

さとか、場所とか状況とかが全く違う中で、やっぱり具体的な計画が必要なんじゃないかな

と僕は思うんですけども、その辺、もう漠然とした、この区としてこう、備蓄はこうみたい

なことを想定されているのか、あるいはもっと具体的な形で各避難所ごとのトイレ計画を想

定されているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○宮本委員長 では、お昼になりましたので、御答弁は１時から再開しますのでよろしくお願

いいたします。 

午後  ０時００分 休憩 

午後  ０時５８分 再開 

○宮本委員長 それでは、定刻前ではございますが、全委員、理事者の皆様おそろいですので、

再開をしたいと思います。 

 それでは、岡崎委員の質問への答弁からお願いいたします。 

 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、こちらのトイレに関する計画なんですけれども、今回策定を

目的としているのは今現状の施設にあるトイレのどういう種類のトイレがあるのか、それに

よって空白エリアがどの辺にあるのかとかという全体的なものを、何ていうんですかね、確

認するための計画となっております。委員から御指摘いただいたような避難所ごとの例えば

個別の具体的な部分というのは、またその後というような形に、はい、なろうかと考えてい
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るところです。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 ありがとうございます。東京トイレ防災マスタープランの概要でも、そこまで細

かく明記してないこともあるんですけど、ただ、やっぱりせっかくつくるのであれば、やは

り避難所ごとのトイレ計画も必要なのかなというふうに思います。学校によって、さっきも

ありましたけども、その場所とか地形とか状況とか校舎の大きさとかって全然違いますので、

その辺、個別の避難所ごとのつくるとね、時間も労力も相当かかることだと思いますけども、

ぜひ今後、御検討いただければと思います。 

 それと細かな点で言いますと、能登半島でも熊本でもトイレ対策の、いわゆるトイレが足

りないということもあったんですけど、あと、いわゆる臭い。臭い対策もやっぱり非常に大

事なところで、先ほど豪一議員も言っていましたけれども使った携帯用トイレをどこに置い

ておくのかということとか、あと、仮設トイレって結構、臭気がすごいですよね。その辺の

対策をどうするのかとか、そういった細かな点までは今回のトイレ管理計画ではできないと

思うんですけども、今後も含めてその辺はどう捉えていらっしゃるでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 臭いに関する部分についてなんですけども、こちらは発災初期の段

階では恐らく携帯トイレとか、そういうものが主な使用の用途になるかと思っております。

そういう中ではちゃんと凝固剤を入れてしっかり縛って１か所にまとめて出すとかですね、

その辺は災害時のごみの出し方のルールブック、ガイドブックとかもありますけれども、そ

ういう部分、広く周知徹底して努めてまいりたいと思います。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 分かりました。その辺の周知もぜひよろしくお願いいたします。 

 あと、今後のスケジュールで、これから草案を作成して12月には議会報告とパブリックコ

メントとあるんですけど、検討体制も全庁的な視点から検討を行うというような話、明記さ

れていますけど、いわゆる先ほどありました防災士さんとか避難所運営協議会とかの意見も

お聞きすることも大事なのかなと思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらの今後のスケジュールのところでも一定お示しはさせていた

だいていますけれども、パブリックコメントの機会がありますので、そういう部分ではそう

いう方たちにもこういうものがありますということをしっかり御案内して、意見の集約とい



令和８年６月11日 災害対策調査特別委員会（速報版） 

－４５－ 

う部分には努めてまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 分かりました。区民の皆さんも非常に気にされているところでもあると思います

し、今回せっかく、せっかくというか、文京区トイレ確保・管理計画をつくりますので、よ

り実効性のあるものを作成していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○宮本委員長 ほかに質疑ございますか。 

 石沢委員。 

○石沢委員 まず、私からはちょっと全体的なことなんですけれども、このトイレ確保・管理

計画を策定していくということで、空白エリアの解消ということで言われていて、そういう

中で区民の皆さんにも文京区からはいろいろ携帯トイレの備蓄を進めてほしいというような

呼び掛けなんかもあって、私も携帯トイレなんかを購入したりなんかもしたんですけれども、

やっぱり店頭に行ってみるといろんな商品が並んでいたり、カタログなんかにも多数の種類

なんかがあったりして価格も千差万別、種類もそれぞれということでですね、やっぱり何を

選んだらいいか分からないみたいな、やっぱりそういうのは結構大きいのかなというふうに

は私は感じたんですね。 

 それで、これはＮＰＯ法人のトイレ研究所というところの理事長さんである方が言ってい

るんですけれども、加藤さんという代表理事の方が言っているんですけれども、携帯トイレ

というのは備蓄品の選定から調達、利用、保管、回収、処理、こういう一連の流れをつかむ

ことが重要だというふうに指摘をされていて、ですから、どういう商品選んだらいいかとい

うのをやっぱりちゃんと周知していくということが大変大事かなというふうには思うんです

ね。 

 そういった点で、このトイレ研究所では、そういう何か認証資格なんかもやっているらし

いんですけれども、何かおっしゃっているのは、例えば吸水量は400ミリリットル吸水でき

ることが必須だというふうにしているだとかですね、消臭機能もやっぱりしっかりと備えた

ものを仕入れるようにとか、そういうことをおっしゃっているらしいんですよね。 

 私も自分の買った携帯トイレを見てみたら吸水量は800ミリリットルということでですね、

クリアしているんですけれども、消臭については何かアンモニア臭だけ消臭しますみたいな

ふうに書かれていて、こういうふうに書かれると、じゃ、ほかの臭いの種類とかあるのかな

とか、そういうのもちょっと気になるというか、分からなくなってくるなというのは正直な

ところなんですね。 
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 ですから、やっぱり今、区でも避難所外避難者に対する携帯トイレを段階的に備蓄倉庫に

整備していくということをその他の６で書いていますけれども、こういうところの商品なん

かが、区のほうはね、ちゃんとやっているんだろうなというふうに思うんですけども、そう

いうしっかりとしたトイレ研究所の認証を参考にしているのかどうかは、ちょっと知りませ

んけれども、そういうような商品を選んでいるのかどうかとか、それから区がお勧めを、こ

れからどんどんそろえてくださいということを呼び掛けていて、それはそれで私は大事だな

というふうに思うんですけども。 

 そういう呼び掛けていく中で、こういう商品をそろえたほうがいいですよとか、例えば消

臭機能とかね、吸水量とか、やっぱりこういうものは、そういう知見を持っている方々の知

見なんかも参考にした、そういう携帯トイレなんかをそろえるようにということをですね、

呼び掛けてもいいのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどう

でしょう。御認識いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 携帯トイレの規格とかについては、それぞれ例えば有効の保存年限

であるとか、そういうのも様々あるというところは承知しております。一定、区のほうでも

防災用品のあっせん事業なんかもやっていますので、基本的にそういうものを御案内すると

いうのは、あとはそれぞれ、具体的に区として、これがいいですよとかというのはなかなか

一概にちょっと言うのは難しいので、その辺は一定、携帯トイレの規格適合とか、そういう

のを御案内するなど、そういう部分で実際に選んでいただくのは区民の皆様になってしまい

ますけれども、一定の御案内はできるようにという部分はちょっと考えてまいりたいと思い

ます。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 この加藤さんいわく、何か被災地で実際に使ってみたら何か思うように吸水しな

かったとかというコメントなんかもね、出ているらしいんですよね。なので、ぜひですね、

そういう別に商品指定をしろという話ではないんですけれども、やっぱりこういう機能は最

低限必要ですよとか、やっぱりそういうことは、ぜひ周知して、区民の皆さんがどういう基

準で商品を選べばいいのかというのはですね、ぜひ周知していただきたいなというのは思い

ました。それが一つです。 

 もう一つは先ほど話の中にも出てたんですけれども、やはり携帯トイレを使った後の廃棄

とかについてもですね、やはり流れの一連の中で考える必要があるということは言っている
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わけですよね。私も実際、自分が被災して携帯トイレを使ったとなって回収がね、じゃ、い

つなのか、それをどこに保管していくのかというようなこととかも、やっぱり考えるわけで

すよね。ですから、そういう例えばそういった携帯トイレの廃棄方法だとか、保存の仕方だ

とかですね、それをいつまでに回収するのかとか、そういうこともよく区民の皆さんに周知

をしていただきたいなというのと。 

 それからトイレ研究所って言っているのは何か発生量についての算定、こういうものもや

っぱりしっかりと計画を持っておくべきだというふうにおっしゃっているんですよね。だか

ら自治体の中で、１日でどれくらいの携帯トイレが廃棄されるのかとか、そういうものもし

っかりと算定をしていく必要があるというようなこともおっしゃっております。ですからそ

ういったこと、使った後の廃棄の問題、この点についてもですね、よく捉えて計画つくって

いく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、その点はどうかということ

も伺います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 し尿処理に関する部分については文京区の災害廃棄物処理計画の方

で一定、発生量であるとか、そういうものも記載されています。そういう中で、し尿対策と

いう部分が記載されておりますので、それにのっとって区としては対応していくというよう

な流れになろうかと。 

 あとは先ほどもちょっと御答弁申し上げましたけれども、広く周知という部分では災害時

のごみの出し方のガイドブックというものがパンフレットというか、リーフレットとしてご

ざいますので、そういうものを御案内するような形で区民の皆様には周知に努めてまいりた

いと考えております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 続いてトイレ空白エリアの解消ということでですね、トイレ空白エリアの解消と

いう中にはそれぞれの避難所のトイレとか、あとそれから公園のトイレとかですね。やっぱ

りそういうものも多分含まれてくるんだろうなというふうには思うんですけれども、そこで

ちょっと伺いたいことが幾つかあります。 

 一つは学校のトイレのことについてなんですけれども、先日の私たちの区議団の６月５日

の金子委員の質問に対する答弁でですね、学校にはそれぞれ20校中７校に20基、中学校では

10校中７校に36基の和式トイレが残されているということで質問して、直ちに洋式化なり、

改修なり、するべきではないかということで質問をしましたけれども、それに対する教育長
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さんの答弁ですけれども、今、残っているのは使用頻度が低いトイレですということで、ほ

かの工事と併せて改修をしていくというような御答弁だったかなというふうに思います。 

 ただ、やっぱりこういう学校なんかはですね、避難所になるということで、そういうとこ

ろで、こういった老朽トイレなんかも使用頻度が低いわけですけれども、災害時には使用頻

度が当然高くなるようなトイレだというふうにも思います。ですから、やっぱり災害に備え

てですね、2030年までに空白エリアを５割解消でしたっけ、そんなことも確か何か言ってい

たような気がするんですけれども、それまでに解消か、解消ですよね。ですから、そういう

都の目標なんかも示されていますから、使用頻度が低いトイレであっても改修をしていく必

要はね、やっぱり私、あるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ぜひね、これ、

やっていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 すいません。学校トイレの洋式化でございますけれども、委員が今、お

話いただいたとおり使用頻度が低いトイレを除いて、ほぼ完了というところが現状でござい

ますが、残りの部分につきましても、その他工事に併せて計画的な実施については教育委員

会としても検討しているところでございまして、特に体育館トイレにつきまして和式が残っ

ている学校というところでピックアップいたしますと小学校では１校、中学校では２校とい

うような状況ですので、そういったところも含めまして今後、計画的に改修のほうを実施し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 使用頻度が低いトイレということで残っているということで、使用頻度が低いか

らこそ、すぐにね、改修もね、やっぱりできるんじゃないかなと。使ってないわけですから、

すぐにね、やっぱりできるとは思うので、それを災害のときに備えて直ちにやっていただき

たいなというふうには思います。よろしくお願いします。 

 あともう一つはですね、ここでもう一つ、駒込公園のですね、のトイレのことについてち

ょっとお伺いをしたいというふうに思います。今、ちょっと駒込公園を見に行きますと、19

日まで今、改修工事が行われているというふうになっていると思います。それで、この駒込

公園の改修工事は19日までということで、始まった期間が確か２日か３日前ぐらいだったか

なというふうに思うんですけども、これはなんで今、改修工事を行っているのでしょうか。 

 それで、ちょっと、その原因と、あと改修工事やるきっかけとなった内容についてもです

ね、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。 
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○宮本委員長 これ、あれですかね、関係しますかね。トイレ。 

 じゃ、小野土木部長。 

○小野土木部長 私が得ている情報でございますが、小便器のところから悪臭がするというこ

とで、それについて清掃等でいろいろ対応していたんですが、２月の時点で、そこに小便器

のあたりから逆流しているものが見つかったと、それを対応するに当たって、どうも下のピ

ットのところにたまって流れが悪くなっている状況なんで、それについて改修しなくちゃい

けないということで、当初、抜いて乾燥させて、そこから工事にかかる予定だったんですけ

ども、様々３月の時点で部品の対応ですとか入札の関係とかいろいろあって、すぐ対応でき

なくて今、工事をしているというふうに聞いております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 そういう状況があって今々、改修工事を行っていると。こういう公園のトイレと

かもトイレ空白エリアの解消とかね、やっぱりそういうところにも関わってくる問題かなと

いうふうに思うんで、今、私、質問させていただいているんですけれども、こういうやっぱ

りトイレは、駒込公園のトイレについてはですね、私たち、実は2024年の２月の本会議で質

問させていただいていて、このときにはこういうふうに質問しているんです。この臭いは何

か、今の時代にあるのはなぜなのかという区民からの指摘が寄せられているということでで

すね、２月の本会議のときにも質問させていただきました。 

 臭いが強いトイレだったということで、ぜひですね、これはやっぱり改修工事をしてほし

いということでは、２年前の２月から指摘をしてきたわけなんですよね。確かにいろいろ、

そういった形で、清掃等で対応していただいたということはあったと思うんですけど、臭い

については結局ずっと解消されず、結局、今、状況としては先ほど部長さんが御答弁いただ

いてたようにピット内に何か汚物が漏れていたということも分かって、それを調べていった

ら、やっぱり壊れていたということで今、もう使えない状況になっているんですけども、そ

れが発生したのは２月だということで、５か月くらい、もう使えないというようなことに今、

なっているわけなんですよね。 

 やはりこういうトイレなんかについてはですね、私たちも指摘をしたわけでありますけれ

ども、それがなかなか改善されずに今の現状に来たということでは、こういう老朽トイレに

ついては壊れたりして使えなくなると、地震が発生しても非常に揺れも強いでしょうから、

それで壊れたりするということもあり得るんじゃないかなというふうにも思うんですよね。 

 それで、こういう老朽トイレについては直ちにやっぱり直していくということが必要なん
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じゃないかなと、防災の観点からもですね、トイレ確保の観点からも必要なんじゃないかな

というふうに思うんです。せめて、こういうことがないように配管についても総点検なり何

なりしていくとか、こういうこともですね、老朽トイレの場合はトイレ確保・管理計画上も

やっぱり必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点はどうでしょうか。

いかがでしょう。 

○宮本委員長 小野土木部長。 

○小野土木部長 トイレ自体は流下能力自体が落ちているというわけではなかったので、改修

までにはいってなかったというのが実情でございます。実際のところ、駒込公園につきまし

ては昭和61年に改修したトイレでございますので、今度の公園改修の際には再整備の際には

新しく公園トイレとして改築する予定でございました。ですので、その時までは今のところ

は改修する予定はないという状況でございます。 

 ただ実際、トイレっていいますとやっぱり大規模な構造物の場合には、何というんですか

ね、事前に予防保全という形で様々対応して、大きな改修費をかけずにそのものの状態を保

つということがあるんですけども、トイレのような小規模な施設については、やはりどうし

ても事後修繕というのが対応の基本となってしまいますので、その辺も含め施設の規模によ

って、どうしても維持の手法は変わってしまうので、委員、望むようにトイレを全て良好な

形でずっと保つというのはなかなか難しいのかなというふうに考えております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ２月にこれ、壊れたということで結果論ですけど、３月の予算審査特別委員会の

ときにですね、実際。 

○宮本委員長 石沢委員、ちょっとずれ始めていると思いますので、また一般質問で。 

○石沢委員 トイレのこと、はい、やっている。ぜひやっぱり老朽化したトイレについては防

災の観点からね、ぜひ点検なり、リニューアルなり、やっぱりしていただきたいなというこ

とは重ねてお願いをしておきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○宮本委員長 続いて、浅田委員。 

○浅田委員 世間話じゃない質問です。このトイレについて、本当に重要な課題であるという

ふうに私どもも認識をしています。その上で、まず、この私の質問の最初にマンションにお

けるトイレですね。大規模な災害時におけるマンションのトイレについてという、それにつ

いての質問であります。それを、ぜひこの計画に盛り込んでいただきたいということなんで
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す。 

 というのは、先ほど午前中に報告しました千駄木の一町会での防災訓練でマンションの方

が大勢みえたとね、お話しました。その中で災害時におけるトイレの受け止めですよね。受

け止めについてはアンバランスもあるし、そもそも余り大変なんだなというぐらいの受け止

めのところもあるんですが、本当に大きな大地震が起こったときの下水管、排水ですね。排

水の管が壊れるとか、あるいはちょっとでもねじれるとか、破損するとかというような事態

が起こったときは、これはもうその建物そのもので使えないわけですよね。 

 ですから、こういう大きな災害のときはもうトイレは使わないということを、もうはっき

りとうたって、うたって、それに代わるものですね。これは個人であるとか、あるいは、そ

のマンションの管理組合であるとか、あるいは町会であるとか、そして文京区であるとか、

ここがきちっと配備をするというふうにしないと、これはもう本当に大変な、これはもう、

どこのいろんな研究所であるとか、災害の関係の部署であるとか、もうこれはもうはっきり

していると思うんです。そのことは、ぜひ明確にこの計画の中に打ち出していただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回策定を予定しているトイレ・確保計画については、基本的には

公共施設を中心に現状の、現状についてどうなっているかという部分を把握する部分が主だ

ったものになりますけれども、今、委員から御指摘あった例えばマンションに関する部分と

いうのは、一定、例えばトイレのセミナーであるとか、そういうものを開催したり、あと一

定、今回この都のほうのマスタープランの中でも、都のマスタープランなので都民のトイレ

の備蓄率50％を目指すなんていうことも記載されておりますので、その辺は区のほうの計画

にも横引くような形で記載というのは考えてまいりたいと思います。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 あのね、公共施設、それはもうそんなの当たり前であって、問題なのは生活をし

ている区民の皆さんの、ここなんですよ。最初、私も不勉強でマンション１階に住んでいる

ね、海津さんところみたいにマンションの１階にお住まいの方が大変になるんだろうという

ふうに思っていたら、それだけじゃないんですよね。 

（発言する人あり） 

○浅田委員 ないんですよ。建物が途中で高くなればなるほど、途中でその配管がね、問題、

壊れたとか、ひびが入るとか、途中ね、建物だって一番よく御存じでしょう、ね。そこを、
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そういう状態にならないようにしなきゃ、区民、私たちの生活というの、もうぐちゃぐちゃ

なっちゃうわけですよ、ね。ということは公共施設だけに限らず、マンションについてもそ

ういう対応については区としてもはっきりと、これはもう防災、生活を守るという観点から

明確な具体的なことをぜひね、打ち出していただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 そういった方への周知につきましては今年度もトイレのセミナーな

んかやるというのと、あとほかにもマンションの方向けにそういう災害時のトイレとか設置

する場合の助成制度なんかもありますので、そういうのも併せて周知というのは引き続き努

めてまいりたいと思います。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 そういう、もう今、文京区においてもマンションだらけですね。私の地元の千駄

木でも不忍通り沿い、マンションだらけですよね。そこの方の生活を守るということはね、

当然、簡易のトイレね、を使用するとなると、それ、いろいろ凝固剤、使うとか、臭いがし

ないように二重にするとかってね、そういう対応をしました。それを今度は回収、処分しな

きゃいけないんですよね。 

 災害時には災害時の廃棄物の処理の文京区が計画を持っていますよね。災害があったとき

に家庭内で出た、もう使えなくなったもの等については、災害廃棄物としての計画があるわ

けですよね。今度、その中にきちっとトイレの、いわゆる汚物を入れたものについても回収

処分していくということが、当然、入れていただきたい。分かるようにね。区民の側からし

て、正直いって、いつまでもベランダに置いておくわけにもいかないわけですよ。これはお

互いさまの問題ですからね。そういう計画をはっきりとしていただきたいと思うんですが、

こっち行くのかな、よろしくお願いいたします。どうぞ。 

○宮本委員長 石川リサイクル清掃課長。 

○石川リサイクル清掃課長 今、委員御指摘のとおりですね、文京区の場合、災害廃棄物の処

理計画というのを立てておりまして、その中で、し尿の処理についてもうたっております。

凝固剤を入れた携帯トイレの処分に関しましては、基本的には収集が可能になった段階から

清掃工場のほうに入れるという計画にはなっておりまして、それまでの間ですね、臭いが漏

れないようにビニールに二重にしていただくとか、空気を抜いていただくとか、そういった

対策をとった上で、通常のごみとは別の場所に保管をしてくださいというような御案内をし

ております。こういった災害時のごみの出し方のガイドブックも同時に作っておりますので、
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この中でも周知のほうはさせていただいている状況にございます。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ありがとうございます。やっぱりそういうことをね、防災訓練とか様々なところ

で区民の方に周知をしていただくということがやっぱり安心につながりますよね。ですから、

ぜひお願いをしたいというふうに思います。 

 これで終わりますけれども、これはもう大きな災害が起こるたんびに、どこの地域で起こ

った災害にしろ、一番大きな問題はやっぱりトイレだというふうに伺っています。それぐら

い難しさがあってね。災害時にいろんな方が集まったときにおいても、やっぱり食べること

より、まずトイレ、心配されるのがトイレなんですよね。ですから、そのことをどれだけ少

しでも安心できることがね、これがやっぱり行政としては求められる課題だろうし、私たち

も一緒になってね、そのことについては、この計画をつくり上げていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

○宮本委員長 続きましては海津委員。 

○海津委員 私のほうからは、災害時のトイレ対策において考えていくところでとても基本と

なる大切な考え方として高齢者、障害者、オストメイト、子ども、女性など、それぞれの人

が尊厳を保ちながら利用できて初めて使えるトイレ、使えるトイレと言えるんじゃないかと

思っております。なので、区が災害時にトイレにおいても誰１人取り残さないという観点を

どのように計画へ、そうした視点を持って反映させていくかというところで質問させていた

だきたいと思います。 

 まず第１点目、今、オストメイトの話も出ましたけど、今回、区としてはトイレ状況、庁

内に全庁でトイレの数を調査するというふうに考えられていますけど、例えば災害時のトイ

レ対策のオストメイトの方への配慮というのも不可欠になってくるはずなんですよね。オス

トメイトの方は装具の交換や洗浄のために水や、それから洗浄設備を必要とするわけですよ

ね。それで区は災害時にオストメイト対応のトイレや洗浄用水の確保をどのように計画へ位

置付けていくのかというのは、とても大切な視点だと思うんです。断水しても絶対にそれが

使えるかどうかというのは物すごく焦点になってくると思うんですが、その辺りどのように

考えているか、まず、お伺いしたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回、今、まさに全庁向けに調査なんかを行っているところなんで
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すけども、あくまで今現状のどこの施設にどういったトイレがどれぐらいあるのかというよ

うな、現状確保というようなものを、まずはこの計画の中に落とし込むような形になろうか

と思います。そういった中で、そういったトイレの種類とか数であるとか把握した上で、ど

ういった部分に、どういったトイレが不足しているのかというのは、そういったものは調査

が終われば一定見えてくるかと思いますので、その後ですね、こういう地域にはこういうも

のが不足しているからとかというのが把握できた上で、今後の整備の計画なんかには反映し

ていけるのかなという部分で活用したいというふうには考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ちょっとそこで確認させていただきたいのが、トイレの数が出てくる、だけれど

も、そこのところに例えばオストメイトとしたときに断水になったら水は使えないって言っ

たときに、使えるトイレとしてカウントするのではないということでよろしいですか。やは

り使えるトイレということの数をきちっと確認していくという視点からすると、断水したら

そこは使えなくなっちゃう、そういうふうなオストメイトの方向けのトイレだとすれば、そ

れは数に入らなくなりますよね。 

 ですから、区として詳細な調査をするに当たって使えるトイレ、使えるトイレというのを

大事にしていただきたいんですけど、そこはしっかりと確認とっていっていただけるのかど

うか、御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 全庁なりに調査をかける段階でトイレの耐震化とか、そういったこ

とも調査項目の中には入っていますので、そういった部分できちんと使えるトイレなのか、

あるけど実際、その被害状況がちゃんと確認できるまでは使うべきでないものなのかとかと

いうのは、一定、調査が上がってくる中で確認は取れるものと認識しております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひお願いしたいんですが、確認が取れるということ、取れるものだというのが、

確認を取る側が何を確認したらいいのかが分からないと確認できなくなっちゃうんですね。

だからやはり今、オストメイトもそうだと思うし、車椅子対応の方だとすれば、例えば今、

車椅子対応の方たちのトイレって大体、電動式になっていると思うんですよ。ああいうとこ

ろが例えば電動で、電気があれしちゃったら止まっちゃうかもしれないわけですね。扉自体

がもう開かなくなってしまっていると、かもしれない。 

 だから様々な想定ランクを想定して、そうした調査ということは非常に必要になってくる
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と思いますし、そこのところが通常、平常時であれば、それは使えるよって、でもそうじゃ

ないところではこういうふうになっている、じゃ、そこの危険があるところは危険、あると

ころに関すれば、災害になったときには速やかにトイレの復興に対してどういうふうな支援

をすればいいかって、次のランクに入っていけると思うので、そうした確認のところで何を

確認すべきなのかというのを、当事者の方々も含めて、きちっとアンケートというか、調査

項目をつくっていただきたいと思うんですけども、そこはやっていただけるのかどうかをお

聞きしたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちら、トイレの計画の策定に当たっては一定、都のほうで、こう

いったことは盛り込んでくださいとかというポイントであるとか、一定、ひな形、示されて

いるところです。そういったものに基本的には準拠しながら、また、先行して策定している

自治体も何区かございますので、そういった事例なんかも参考にしながら、その辺について

は今後検討してまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひお願いしたいと思いますし、都にしろ、先行しているところにしろ、そうい

う視点が入っているかどうかというの、確証じゃないわけですよね。常に今、時代が動いて

いますし、気付いたことが出てきているので、そこを前例じゃなくて、そこをアップデート

する形で区がどこよりも先行したもの、使えるトイレというものの定義をしっかりと持って

いただきながら進めていただくことを、ここの部分ではお願いします。 

 次に在宅避難者の部分のトイレに関してなんですけど、携帯トイレを避難所外の避難者１

万3,388人への携帯トイレ、整備が示されているところで、ここはよかったなとは思うんで

すけども、まず、ただマンション防災を考えたときに、これで数が足りるのかということが

一つあることと、そこをマンション防災とともにどうやって連動して、逆に言ったらマンシ

ョンの方々にはじゃないのか、管理組合があるところだとすれば、そこは、はじきながらと

いうふうに考えるのかということがあります。 

 あと、実は携帯トイレってなかなか使用が難しいもんだと思うんですよね。なので、高齢

者や障害者、特にお独り暮らしの場合、携帯トイレを持っていても処理、使えない場合もあ

るわけですよね。ですから、備蓄はすごく大事なんだけども本当にそれが使えるようになる

のかということとか、それこそ先ほどから皆さんからも出ていますけど、排出物の保管や搬

出の困難さというのが多分、出てきて、高齢者や障害のある方たちへの支援体制というのを
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どのようにしていくか。 

 結局、家の中がそれでね、なかなか排せつ物によって家の中が清潔に保てない状態だった

りとか様々してくると、生活そのものがストレスを抱えるものになって、まさに災害関連死

にも結びついていくと思うんですけども、その辺り、どのように想定されているか、お伺い

したいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まずは、自助共助という部分が一定、必要なのだろうと考えている

ところです。こちらについては、そういった実際、携帯トイレは持っていても使い方を知ら

ないとかという部分については様々な訓練であるとか講話とか、そういったもので周知に努

めるとともに、様々な防災アドバイザーの派遣事業であるとか、あとはマンションの防災と

か、町会とやると一緒に訓練の経費の助成、備品の一定、整備補助とかという助成制度なん

かもありますので、そういった様々な制度を、何ですかね、御案内しながら、その辺、周知

徹底と使い方とかも含めて実際、皆さんが、災害が実際起こったときに使用方法とか、分か

らないとかということがないように、周知の部分には引き続き努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 連携していただくのはいいと思うんですが、肝腎要の福祉が抜けていると思うん

ですね。福祉との連携というのは重要だと思いますし、やはり非常にプライベートなことで

すので、そこに通常でさえも支援が必要な方たち、でも通常行くトイレであれば支援が、そ

この支援はできるけどっていったところの次の支援になったときに、やはり１人ではなかな

か、自助だけではできないところがありますので、そうしたときに携帯トイレも備蓄してい

ただくことを想定しながら、どんな支援がこれから在宅避難に向けて必要かということは、

やはり福祉と連携していって検討していただく必要性を感じるんですけど、その辺りはどの

ように受け止めているか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 福祉を含めた関係機関との連携とか、情報共有というのは図りなが

ら、そういう部分、そういう方たちに対しても周知徹底、周知啓発というのは図ってまいり

たいと考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひお願いしたいと思います。 
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 それから子どもがやっぱり安心して、避難所もそうですけど、できるトイレ環境、区の公

園もそうですし、いろんなところでつくっていくに当たって、やはり夜間とか仮設トイレと

か、和式、仮設トイレとかもあると思うんですけど、子どもが安心して利用できる環境とい

うのを整備、進めるに当たって、文京区として子どもの権利条例をつくったわけですから、

そうした意味では設計とか調整、改修するに当たってもしっかりとトイレ、環境整備の中で

子どもたちの意見を吸い上げていくということも考えていただけるのかどうか、もう１点お

聞きしたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 ちょっと繰り返しの部分にはなりますけれども、関係機関等とは連

携を取るというところと、あと、子どもに対して例えば防災フェスタの場を利用してである

とか、そういう部分で、こういうものを備蓄品の展示であるとか、使用方法というのは子ど

もでも分かるような形で周知というのを図ってまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひ連携なんですが、防災フェスタはまだ12月になっちゃうと思いますので、そ

れでこれ、７月にはつくっていくわけですよね。だとすれば、やはり子どもたちにも分かる

トイレ計画、これからの、していくということ、子どもにも分かる文章にして、それをやは

り区立小中のところに御意見いただきたいという、タブレットに入れながらやっていくとか、

そういうことも必要かと思いますので、ぜひ御検討はいただきたいと思います。多分やって

いただけるものと、今、パブリックコメントやるには子どもの意見もというところなので動

画つくるなりもあると思いますし、そこはぜひやっていただきたい。 

 最後に、最後のお尋ねしたいのが、例えば能登の地震に応援に行かれた方とか、生活して

いる方々が言う中で、トイレが使えなくなって、使えたとしても、よく言われるのは清潔さ

ですよね。保っていただけるのかどうかという話もあるんですけど、それとはまた別に清潔

さだけじゃなくて手洗い、終わった後に手が洗えないことの苦痛さというのをすごく感じて

いらっしゃったんですよね。なんで、そうした中でやはり水源というか、水の確保というと

ころはすごく重要になってくると思います。 

 そうした中で、文京区とすると避難所だとすると、その学校の中ではプールなんかもつく

るとか、それから園庭、校庭の下に、何ですか、水をためるところをつくったりとかしてい

ると思うんですが、それだけじゃなくて文京区の立地からすると、特に例えば柳町小学校な

んかは千川が流れているところなので、あそこなんかは井戸があります。井戸があるので、
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そうしたものをもっとより活用して、災害時に対してもトイレに活用ができることとか、考

えられないのかなって。 

 ちょっと調べたところ、一般家庭の水道蛇口を全開にした場合、大体毎分15から20リット

ル程度、だけれども手押しポンプではなくって電動ポンプなどを利用すると、井戸水を吸い

上げると毎分80リットルぐらい、だから４倍ぐらいは行くんですよね。それってすごく重要

な水の資源になると思うんですけど、柳町だけじゃないですけども、これから校庭改修とか、

いろんな進める中で、そうした環境整備というのも非常に重要になってくると思うんですけ

ど、その辺り、どのように検討されているか、御検討を教えていただければと思います。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 災害時の生活用水の確保、こちらの観点から井戸は有用というふうに私

どもとしては考えてございまして、実際、誠之小学校、明化小学校、柳町小学校始めとした

改築校につきましては整備、ないし再整備を行っている状況でございます。また、複数校に

おいて井戸がございますが、ポンプの形式につきましては手動、電動、どちらもあるのかな

というところでございます。今後、防災危機管理課ともその点、協議しながらですね、その

整備活用等については引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひ最低限の用水というか、手動ポンプに、手押しポンプによるよりは、やはり

確実に電動ポンプのほうが災害時に様々なところに恩恵があると思いますし、今でもこれか

ら気候変動の中、暑さなんかでも校庭の水まきだったりとか、様々なことに、ミスト、霧み

たいなあれは飲めるような水じゃないとミストにはならないらしいですけど、それには使え

なくても校庭とか様々なところ、掃除したりとかいろんなところの活用は平時からも図れる

と思いますので、そこは重ねてぜひ御検討していただいて、ある資源を十分に活用していた

だけるようにお願いします。 

 最後に、最後にお聞きしたいのがトイレの数なんですけど、使えるトイレの数として、文

京区としてトイレの数って男女比をどのように考えているのかということをお伺いしたいん

ですね。ここに述べていくことも大事だと、入れ込んでいかなくちゃいけないと思うんです

よ。トイレの数、女性と男性では全然、時間が違うわけですよね。その辺り、またあと車椅

子の方だって時間が違う、そうしたことをトイレの数として平時からどう考えていくのか、

それが平時に備えていれば災害時にも使えるわけですから、トイレの男女比、ちょっと考え

方を教えてください。 
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○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちら、基本的に発災直後の部分について発災直後からおおむね１

週間ぐらいまでの間は、おおむね50人当たりに１基というような考え方です。また、それが、

それ以降については20人当たりに１基の確保に努めるというような形になっています。また、

男女比については、基本的に男性対女性で１対３を基本とするような考えでおります。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 １対３、ぜひそれがですね、全庁で使われる公共施設のところには、しっかりと

その考えが根差すものとして日常の中にしていっていただけるようにお願いをしたいんです

が、防災課としては、それは公共施設の中に１対３の男女比でやっていくということを要望

していっていただけるようなものなのかどうか。 

 だって、平時にしておけば、それが災害時の備えになるわけですよね。平時も災害になっ

たらトイレ、女性の使う時間が長引いちゃうわけじゃなくて、平時から女性のほうが長いん

です。ですから、その１対３を平時からやっていただくというのは、この平時の中にもトイ

レの基本計画をつくるに当たって、そうしたことを視点に公共施設の中でも充実させていく

ということがあることが、区民への理解、啓発にもつながると思うんですけども、その辺り、

最後にもう一度御答弁いただきたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 基本的には例えば学校の改築とか、そういうのに当たっては施設本

来の用途を基本としつつ、避難所として必要となる機能については教育委員会と情報共有を

図りながら、その辺は要望してまいりたいと思います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 平時に備えるということは災害時にも備えていることですから、平時だから違う

ということは決してない。そしてまた、今、そうした情報共有をしていくということなので、

今、少なくとも今、文京区がやっている改築等の計画、改修してもそうですけど、必要最低

限、最低限のレベルでやっているところなので、そこはアップデートしていただけるように

この今後の改築に向けても災害時の対応の点からも、ぜひ危機管理からも声を上げていただ

くことを強く要望して終わりにいたします。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 私からは、ちょっと１点だけ気になったところを確認させていただきたいと思う

んですけれども、６のその他のところの避難所外避難者の定義なんですが、先ほどちょっと
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外で車中泊の方だったり、親戚の家に泊まっていたり、友人の家に泊まっていたり、ホテル

に泊まっていたりする方を言って、在宅避難の方とか帰宅困難者は含まれないというような

お話だったと思うんですけれども、ちょっともう１回、定義について教えてください。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらは避難所外避難者の考え方なんですけれども、今、委員お話

あったとおり、基本的には車中泊であるとか、親戚とか、知人の家に避難している方、ホテ

ルとかに自主的に避難している方などを一般的に避難所外避難者というような形で、はい、

認識しているところです。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。ということは親戚の家にというのは文京区内にある親戚

の家に避難を、例えば外部から避難してきた方も含むのかとか、ホテルとかに泊まるという

のは区内で自分の御自宅か何かが倒壊かなんかしてしまって、ホテルに行っていたりとか、

友人宅とか、ちょっと定義がちょっと聞いていて分かるようで分からないところがありまし

て、それと、例えば在宅避難の方とか、あと帰宅困難になる方とかも必ずいらっしゃると思

うんですけれども、そういった方のトイレの確保とかで、何が言いたいかというとこの１万

3,388人ですかね、の算出根拠とかも教えていただいたらうれしいです。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、こちらの１万3,388人につきましては、東京都のほうで示し

ている被害想定の数を引用させていただいているような形になります。 

 また、帰宅困難者に対するトイレであるとか、そういう部分というのは都のほうでも実施

しています帰宅困難者の災害ステーションとかですね、いわゆるスタンドであるとか、何か

コンビニエンスストアとか、そういうところのトイレを使わせていただくとか、そういった

ような対応で基本的には考えているところでございます。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。そうですね、東京都の算出根拠は東京都の数字だという

ことだったんですけれども、ちょっと親戚の家だったり知人の家だったりとか、ホテルに行

くとか、結構、読めない部分もあるのかなとちょっと思ってしまったというところもありま

して、あと、在宅避難を今、文京区、推奨しているので、在宅避難をされる方も非常に増え

てきていて、そういったのは多分、防災訓練とかでそれぞれ備蓄品の購入の補助とかで町会

として配っていただいたりとか、いろいろしているとは思うんですけれども、多分備蓄がそ
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んなにトイレって回数も多いし、確か60個ぐらい、何かなきゃいけないとかもありますので、

御自分で全部備蓄するにも足りないのかなとも思いますので。 

 私が気になったのは、避難所外避難者に対する携帯トイレを段階的に備蓄するのも重要だ

とは思いますし、あとは、帰宅困難者は確かに都の災害ステーションとかコンビニエンスス

トアとかもあるのかもしれないんですけれども、そこだけで足りるのかというところも考え

ていますし、あと一番重要なのは在宅避難の方々ですね。そういった方々のトイレに対して

も何とか、対策といっても御自分で基本的には原則としてそろえていただくしかないとは思

うんですけれども、ちょっとこういった計画の中にも入れていただいているとは思うんです

けど、在宅の方のことも、でも、もうちょっと検討していただければと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回、避難所外避難者として数、示させていただいているものにつ

いても、あくまで一定、目安であるというところではございます。また当然、在宅避難で備

蓄されている方につきましても、いずれ底がつくというような形になるかと思います。その

辺は一定日数がたつにつれて仮設トイレが来たりですとか、その辺は携帯トイレ以外の部分

でも一定、日数がたつにつれて徐々に対応というのはできるかなというふうに思っていると

ころです。 

 また今後、その辺も今の段階では、ちょっとまだ計画の中にどこまでどういった内容を盛

り込めるかは、ちょっと今の段階でお示しできませんけれども、そういったことも踏まえな

がら、他区の状況なども参考にしながら、はい、その辺は考えてまいりたいと思います。 

○宮本委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。そうですね。避難想定、人数の想定とかも読めない部分

もありますし、今後、在宅避難の方々とか、今後検討を順次していただけるということです

ので、ぜひそういったこと、トイレってやっぱり人間の生理現象で我慢することもできなく

て、我慢してしまいますとちょっと病気につながったりとか、災害関連死につながったりも

し得るものですので、実は食べ物、食料と同時ぐらい、同じぐらいのすごい重要な部分だと

思うんですね。なので、そういったいろんな避難の形態というものがいろんなものに変わっ

てきている現状ですので、ぜひトイレのそういった方々への避難についても継続して検討し

ていただければと思います。ありがとうございます。 

○宮本委員長 ほかに御質疑。すいません、矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらにつきましては、日頃から様々な訓練、あと様々な機会を通
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じて、区民の皆様には備蓄、トイレも含めて備蓄という部分はしっかり周知徹底というのを

図ってまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 よろしいですか。 

 では、以上で、すいません、たかはま副委員長、失礼しました。 

○たかはま副委員長 まずは今の質疑を聞いていて、避難所外避難者の定義についてなんです

けれども、これは家が半壊して使える状態じゃないけれども、やむを得ずとどまっていると

いうような在宅の避難者の方は含まれないんでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 基本的には避難所外避難者というところについては、先ほど答弁申

し上げたとおり、車中泊であるとか親戚、友人宅、あとはホテル等に避難されている方など

を一つ、数としては想定しているところです。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知しました。これまでの災害だとか、あと、別の内閣府からの資料な

んかを見ると在宅も含まれているように読めたものですから、文京区の数字は、これは外に

行っている方という認識ということですね。分かりました。 

 そうしましたら、お伺いしたいことがこの資料の１番、趣旨のところに書いてある災害用

トイレの充足度の向上を目指すというところ、これ、重要な目的のところだと思うんですけ

れども、これにはどんなふうにカウントしていくのかというところを伺いたくて、例えば耐

震化された新しい建物の通常のトイレは含まれるのかどうか。あくまでも防災目的でつくら

れたマンホールトイレだとか、そういったもので備えていくという考え方なんでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらにつきましては、基本的には今、現状として各施設にあるト

イレであるとかというものをカウントしてあるところです。それに対して充足度を目指すと

いう部分については簡易トイレであるとか、携帯トイレであるとか、そういったもので補っ

ていくというような形に、はい、なります。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 そうすると、例えば下水管が破壊してしまって水が流せないという状況

になるかもしれないけれども、通常のトイレ、どの辺で区切るか分からないんですけど、例

えば新耐震のものだったら、これは災害用トイレというふうに認めていいというような考え

方になりますでしょうか。東京都のトイレ防災のその資料を見ると、恐らく災害用トイレと
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いうのは違うカウントになるのかなと思ったんですけれども、これはいかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちら、災害用のトイレと、そうでない通常施設として普通に設置

してあるトイレというものについては、それぞれカウントとしては都の防災マスタープラン

の中でも別というふうになっています。ただ、それが実際どれだけ使えなくなるかとかとい

う算定はできないので、あくまで施設としてあるものを根拠に、このマスタープランの中で

は計算しているというふうに私は、すいません、認識しております、はい。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 となると今現状、先ほど石沢委員からも指摘がありましたけれども、現

状、区の中にある公衆トイレだとか、トイレは災害時に使えるという想定になるわけでしょ

うか。そうすると、でも、いざというとき使えないというふうになると、すごい困ったこと

になるのかなと思ったんですよ。カウントしていってトイレはいっぱいあるけれども、実は

この地域のトイレが比較的、排水が脆弱とか、建物が古いとかというところがエリア的に集

中してしまうと、せっかく調査したのに、そこのところが洗い出せなくなるのかなと思った

んですけれども、私の懸念に対して調査でどんなふうに明らかにするのか、教えていただけ

ますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 これ、トイレの耐震化というか、建物として耐震化されているかと

かというのは当然、調査項目の中に入っていますので、そういう部分で耐震化されたところ

に設置されてあるトイレなのかとかというのは一定、この調査の中で把握できるかなという

ふうに認識しております。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 ありがとうございます。そうすると、じゃ、別にカウントしていくとい

うことになりますでしょうか。ガイドラインの中では災害時に災害対応型の常設トイレとは

こういうものですよということで、上水がとまったときに水で流せる、それから下水道が被

災したときに、し尿を貯留する形態に切り替えて使用できるというふうに例があって、それ

が私としては、常設されている災害対応型のトイレということになるのかなというふうに思

うんですけれども。ただ、23区でみんなやっていくので同じ基準でやられるのかなというふ

うに思うんですけれども。 

 ちょっと繰り返しですいません。それで、どういうふうに分かるようにまとめていくのか
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なというところと、あとは、そういう災害時の床下にピットがある、便槽があるタイプのト

イレだとか、トイレトレーラーをこれまでも提案させていただきましたけれども、そういっ

たところがどの程度、研究されて、トイレの計画をつくった後でどういうふうに確保されて

いくのか、教えていただけますでしょうか。今の議論だと、これで整っているというふうに

私、受け止めちゃうのかなと思ったんですけれども。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 トイレの部分につきましては一定、不足が見込まれるところなんか

につきましては、そういう仮設トイレの設置の協定なんかも結んだりしていますので、そう

いうので一定確保というのはできるものと思っております。 

 あと、また災害対応型トイレというのは一つの種類としてそういうものもございますし、

そうじゃなくて普通の仮設トイレであるとか、通常のトイレであるとかというのも、このマ

スタープランの中では一定、示されてあって、その中でそれぞれのメリット、デメリットで

あるとか、あとは確保とか、整備するに当たって考慮すべき部分というのも示されているの

で、そういった部分は調査の中でどういったトイレがどこにあるかとかというのは、こうい

う都のマスタープランに倣って一定、区のほうでも、そういうのは、ここのトイレはこうい

う仕様だからとかというのは一定、この中に盛り込んでいけるものというふうに認識してお

ります。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知しました。とはいえ、下水管が破損したら使えないというところは、

これまでの災害でも大切な教訓として得てきたところだと思うんですよね。それに備えるも

のとして普通のトイレにも使い捨てトイレを常備していただいて、震災時には水を流さない

でくださいというふうに表記するというのはいかがでしょうか。区民への周知啓発としても

すごい効果的なのかなというふうに思いますし。 

 この資料、ちょっとどこだったか忘れちゃった、渋谷区だったかと思うんですけれども、

何かそういうふうに備えてあるというのがちょっとどこかで書いてあったかと思うので、ぜ

ひいい事例があったら研究していただきたいなというふうに思います。これの提案、いかが

ですかというところと。 

 あと、先ほど吉村委員の質疑の中で帰宅困難者に対してという話がありましたけれども、

本区で帰宅困難者が何人発生するかという想定はありますでしょうか。計画の中で、都が示

した被害想定の中で帰宅困難者が13万9,195人と書いてありますけれども、これは文京区に
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帰ってこれない人かな、それとも文京区から帰れない人なのかな。とにかく桁が13万と物す

ごく大きいので、コンビニエンスストア使ってくださいというレベルじゃ、恐らくないかな

というふうに思うんですが、その帰宅困難者の想定についても教えていただけますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御指摘いただきました帰宅困難者約14万人というのは、

これは文京区で発生する帰宅困難者の数になります。なので帰宅途中の方であるとか、区外

で区内に勤めている方であるとか、そういった方の数、想定の数になっています。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 携帯トイレ常設の案も私、いい考えだと思うので、ぜひ御答弁いただき

たいのと、あとは帰宅困難者は13万人、すごい大きな数ですけれども一時的なニーズなので、

それに対しては携帯用トイレをすぐ使えるところに備えるという対策で対応ができる。都の

ほうでという話もありましたけれども、この数字もすごく大きいので意識していく必要はあ

るかなと思います。いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 一定、当然、避難所なんかにもそういう携帯トイレなんかというの

は、それなりの数というのは備蓄されているところです。あと当然、帰宅困難者の一時滞在

施設、例えばシビックとかスポーツセンターなんかもなっていますけれども、そういう部分

で御利用いただいたりとかですね。あとは当然、そもそも下水のほうがちゃんと施設設備と

してちゃんと使って大丈夫なのかとかというのが当然、確認取れるまでは、そういうのに一

定、流すというよりは携帯トイレを使うとか、あとは一定、貯留した上で、そういうのがち

ゃんと設備として確認できたタイミングで、生活用水なりで流してとかという対応になるよ

うな形です。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 分かりました。そういう対策に当然なるんですけれども、しばらく使わ

ないでくださいという間に約14万人の方がどう、どこでトイレしたらいいのかなという、本

当に短い期間の話だと思うんですけれども、それはトイレ確保計画に入ってくるんでしょう

か。ないとしたら、何らかの機会で区としても考えていく必要があるかなと思います。 

 以上です。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 一定、帰宅困難者のところについては、例えば事業所であれば自分
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のところの分は一定、従業員の数をやっていただいたり、あとは何ですかね。一般の人が来

場してくるような施設であれば、そういう人も含めて一定、その事業者のほうで備蓄とかと

いうのはしてくださいというような御案内とか、またあと、そういうのについては都のほう

でも一定、補助なんかもございますので、そういったものも活用しながら対応というのは進

めていければなというふうに考えております。 

○宮本委員長 以上で報告事項２を終了いたします。 

 続きまして、一般質問です。 

 本日７名の方から12件の一般質問があります。少ない方からお願いしようと思います。 

 それでは、まず、山本委員。 

○山本委員 私からは先般の台風の状況を、まず被害状況ですよね。ちょっと教えていただき

たいんですけれども、私は、あのときは自宅にいたかな。うちは、地域はまだ本駒込の５丁

目のあたりなんですけども、水害被害は余り私の見えている、聞いている範囲ではないとい

うことなんですが、文京区では皆さん、御存じのように特性があって台地があるので、山坂

があるから、結構そうは言っても土のうが出たりですとか、緊急対応で土木の方が行かれる

とか、いろんな対応があったと思うんで、また避難所の開設もあった場所もあったと聞いて

いますが、その辺のちょっと状況を教えていただきたいと。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 先般の台風６号に関する部分のお尋ねですけれども、こちら、我々

も当然、避難所開設ということで体制というのはいろいろとっておりました。その中で管内

の警察、消防にも適宜電話等で確認しております。その中で、基本的に区内での被害という

のはなかったというふうに認識しております。 

○宮本委員長 橋本管理課長。 

○橋本管理課長 土のうについての御質問でございますけども、今回、個別配送の申込みがあ

った土のうにつきましては６件から95個、それから土のうステーションからは約200個の土

のうが使われたというふうに把握しております。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 何かすごくざっくりなんですけれども、ちょっと今、一つのスフィア基準という

ことで気になっているところで、避難所の開設したところの中の状況というのを、ちょっと

分かったら教えてもらいたいんですけれども。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 
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○矢部防災危機管理課長 今回、避難所開設したのは水害時の避難所として開設する８か所に

なっております。それで、いずれについても各学校の施設管理者と協議しまして、ベースは

体育館を使用しておりました。あと、場所によっては授業の関係とかで武道場であるとか、

そういったところを避難所のスペースとして開放する準備をしていたというふうに聞いてお

ります。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。一定基準に沿って避難所開設、そしてまた避難所開設準

備中ですとか、私も確認をさせていただいてたんですけれども、この避難される一つの基準

があるかというふうに思いますけども、どなたでも基本的にはお越しいただけていいという

ことで伺っている、伺っていますけども、避難所の中の状況については、そんなに混雑した

状況だとか、そういうことはないということだというふうに思っております。 

 水害被害、特に今回のような状況に限ってちょっと一般質問なんですけれども、余り楽観

はしちゃいけないんですけども、地域性があるということの中で、一つは災害被害状況を区

民の方々が認識をする一つのツールとしては文京区が発信するＳＮＳですとか、あとは防災

アプリというんですか、とか、あとはホームページ、又はＣＡＴＶの文京チャンネルとか方

法あるんですけども、個別に防災課もしくは担当部局から各町会・自治会の町会長さんとか

に個別で何か連絡するということはあるんでしょうか。ちょっとそういう情報がちらっとあ

ったものですから。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 そうですね、こちら、区のほうから個別に町会長のお宅に連絡する

とかということは今回、私はなかったというふうに認識はしております。逆に町会のほうか

ら避難所開設しているけど、手伝わなくてもいいのかとかという問合せがあったりというの

はございましたけれども、水害のときは基本的に区のほうで運営するものなので、そこは一

定、大丈夫ですよというような形で、はい、お答えさせていただいたところです。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 すいません、あえて、そこを確認します。そうすると、すごく気持ちのいい、気

持ちのいいというか、意識の高い町会長さん、もしくは個人の方もそうだと思いますけども

問合せが行ったときに、きちんと対応していただいているので非常にありがたいなというこ

となんですけども、そうした情報を知った個人の方が、こういう時代ですからＳＮＳとか、

例えばグループＬＩＮＥですとか入っている町会ですとか団体ですとか、わーっと発信が来
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るわけですよね。今、確認しましたとか、文京区に確認しました、こういう状況だというこ

とです、皆さん、気を付けましょうというような、ＳＮＳの時代でございますから、いい部

分でいけばいいんですけども、過度な情報が来たりですとか、どうしたらいいかとか、逆に

混乱してしまってもいけないなというふうな思いもある中で、文京区が出している情報とい

うのは、区として出しているという情報は何種類、どういう情報があるんでしょうか。確認

をしたいんです。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今回、台風６号の対応というところの情報発信につきましては、ま

ず、ホームページ、あとＳＮＳでいうとＬＩＮＥ、Ｘ、あと、ツイッターですかね、はい。

そういったところと、あとＣＡＴＶでも、はい。 

○宮本委員長 ツイッターってＸでしょ。 

○矢部防災危機管理課長 ごめんなさい。あと、フェイスブックですか、はい。すいません、

失礼しました。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 どうもすいません。各ツールで余りばらばらの情報が行くと混乱しちゃうんで、

その辺はちゃんと整理して、きちんとしたものを一定、一緒のものを流しているんだという

ふうに思います。 

 本題というか、一つ大きなポイントというか、水害の川の、うちは文京区、神田川を抱え

て川の氾濫があるということで。私はＣＡＴＶを見てたんですけども神田川の橋の水位がど

んどん変わっていくということで、華水橋の数字が一番基本になるというようなことを聞い

たことあって見ているんですけども、私とか関係者とか、皆さんは大体分かっていると思う

んですけれども、いわゆる環七の例の貯水池ですね。環七の下の地下の巨大な貯水池、貯水

池、池だよね。貯水池ね。あれができてからは、平成10年にできたということなんですけど

も、あれからは１回も氾濫はしてないというふうに思うんですね。 

 分からない、知らない人は知らないんですよね、あの施設を。なので、よく議論になるっ

ていうか、誰がどのタイミングでボタンを押して、あれを、水を開くんだという、あれです

よね。取水施設の取水場のところ、出すんだというところだというふうに思うんですが、あ

れが私もちょっとすいません、課長のところに連絡してお聞きしたら8時8分に開いたという

ことで、ああ、そうだと。私の心の中では、ここからはだんだん水位が下がっているんだな

と思いながら胸をなでおろしては個人でいたんですけれども。 



令和８年６月11日 災害対策調査特別委員会（速報版） 

－６９－ 

 あの情報というのは、発信はしちゃ駄目なんですかね。今、開けましたという、環７の巨

大調整池の取水場を今、開けました、なのでという。ほら、分からない人は神田川のあの水

位を見て下がった、上がった、下がった、下がったってだけなんだけども、その辺のサービ

スというか、情報発信の一つとして、その辺もちょっと上げられたら情報発信としてやって

いただければ、より区民の方の心配も少しは収まるのではないかなと思うですが、その辺は、

お考えはないのかです。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 委員から御指摘いただきました環七の調節池の開放とかにつきまし

ては、こちら、建設局のほうでやっているような形になります。それで、それの情報につい

ては我々も結局、後から後からちょっと知るような形にはなりますので、そこを我々が区民

の方に向けて、今、開けましたよとかというところまでは、ちょっとなかなか現状としては

厳しいのかなと。あくまで河川の水位の部分というのは水防災監視システム、防災アプリで

あるとかホームページのほうから観測はできますので、そこで一定、どの辺まで今、水位が

来ているのかとかというのは確認は取れますので、それで一定の周知はできているのかなと

いうふうには、はい、考えております。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 建設局さんにぜひ私も言いたいんですけれども、別に隠さなくてもいいことだと

思うんですよね。今、開けたんで、この何百万リットルのお水が今、引き込んでいきますの

でというようなことで、一つは安心感をちょっと区民の皆さんに与えたほうがいいんじゃな

いかということでお願いをしているんですけど。 

 それで今、出てた文京区水防災監視システムですか。私はそれも見てたんですけど、こん

な基点が区内であるんだと思ったんで、僕の地域では駕籠町小学校のところであったんです

けども、あれは神田川のほうにはいっぱい基点があるんですけども、設置場所というのは何

かルールがあって決めているんですか。どちらかというと高台のほうばっかりで、いわゆる

台地、下のほうには、いわゆる根津、千駄木、あっちの不忍通りはほとんどなかったんです

けども、あるのが保健所前通りのところぐらいしかなかったんですけど、あれはどういう基

準でつくって、なんで今のところになったんだというのはちょっと分からないんですけど、

それ。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 すいません。まず、先ほどの環七調整池のほうにつきましては、こ
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ちら、都のホームページとかでグラフというのは、はい、出されているような状況になって

います。 

 あと今、委員から御指摘あったのについては、神田川沿いにあるのが神田川の水位を測る

水位計というもので、それとは別に柳町とか、本郷の保健サービスセンターとか、幾つか区

内点在して設置しているほうは雨量計というような形で文京区に点在させて、はい、雨の量

が今、時間、どれぐらい降っているかとかというのを測るものになっています。 

 なので、神田川沿いにあるものと、そのほかの場所に設置されているものは水位を測るも

のと、雨量が今、その地域でどれぐらい降っているかというようなもので、ちょっと別のも

のになっております。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 じゃ、マップ上には同じ絵の中にそれがあるということです。分かりました。今、

あと、アスファルト舗装も、浸透性、透水性というんですか、なったりして大分、区内の区

道に限ってですけども、整備が進んでいるというふうに思いますけども、その辺の整備状況、

今、どうなっているのかと、あとそれによる影響というのはやっぱりかなりいろんな意味に

おいて、水害の被害が出ないというところにおいて、余り出ないというところにおいての認

識はどんなふうに思っているのかというところだけ、ちょっと最後にお聞きできたらなと思

います。 

○宮本委員長 橋本管理課長。 

○橋本管理課長 区道の透水性舗装の状況でございますけども、累計のものは今、手元にござ

いませんが、昨年、令和６年度の実績で見ますと透水性舗装が3,372平方メートルでござい

ます。ごめんなさい、累計も手元にございました。累計として25万5,126平方メートルが透

水性舗装として対応済みでございます。 

○宮本委員長 山本委員。 

○山本委員 それの成果は出ているというふうに認識されているということでよろしいでしょ

うか。 

○宮本委員長 橋本管理課長。 

○橋本管理課長 文京区としましては透水性舗装のほか、雨水浸透桝ですとか、浸透管という

ものを、機会を捉えて対策しておりまして、こういった流域対策としてしっかりと成果を上

げているものと認識しております。 

○宮本委員長 山本委員。 
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○山本委員 ありがとうございました。結構、普通のアスファルトと違って劣化するのも早い

し、費用もかかるし、メンテナンスもかかるということで大変な整備だというふうに思って

おりますが、しっかりとやられているということです。特にお水が下に行かないように上の

ところで拾うというような施策だというふうに聞いておりますので、そんな成果が少しは大

分出ているなというふうにも認識をしましたけれども。 

 やっぱりさっき東京都のホームページに出ているって言いましたけど、もうどうせなら区

のホームページにもその情報を流していただいて、張りつけてもいいんで何か分かるような

形で、そこの貯水池の宣伝にもなりますから、あるというか。町会の何ですか、旅行とか、

そうやって視察とかで行っている方も多くおられますけども、ちょっとまず認識を高めても

らって、文京区の神田川についてはこういう状況ですよというのがもっと分かるようにすれ

ばいいなというふうに思いますので、お願いして終わりにさせていただきます。 

○宮本委員長 よろしいですか。ありがとうございます。 

 続きまして、浅田委員。 

○浅田委員 私はちょっと午前中に簡単に報告しました地域での防災訓練なんですが、基本的

には避難所運営訓練にしても防災訓練にしても、やっぱりどなたでも誰でも来てくださいと

いうのが基本的な考え方だと思うんですよね。前回、須藤公園の会場でやっていてちょっと

驚いたのが、外国人の方が四、五人のグループで来ててね、何かいつの間にか起震車の列に

並んでいるんですよ。当然ね、体験をされました。誰が呼んだか、知らないけれども、やっ

てるんだな。それは拒むものではないのでね。そう思っていたら今度は炊き出し訓練の列に

しっかり並んでてね、アイラップの袋を破いて御飯をこうやってタレかけてね、美味しそう

に食べて、でもまあ、何か美味しそうに食べていますよ。と思っていたら、どっかいなくな

っちゃった。 

 つまり、いや、正直言ってこの方々は防災訓練だとか日本の災害の理解されているのか、

どっかで説明、誰か、したのって聞いたら、誰もそういうのはしてないわけですよ。つまり、

あの地域でほら、SAKURA HOTELという外国人専用のホテルもあったりして、あと観光客の方

で物すごく大勢いらっしゃるんですよね。災害というのはいつ、どう起きるか分からないわ

けですよね。当然そういう方も含めて同じように災害、起こったときには助けを求められる

ということにも当然なると思うんですよね。そういうときに、どうしたもんかなと。 

 まあね、この前やった訓練では何事もなかったかのようにね、お帰りになられたようです

けれども、これがいろんな国籍の方であったり、あるいは、それこそ本当に今回はみえませ
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んでしたけど、ちょっと障害でね、障害のある方だったり、様々な方が当然みえると思うん

ですけど、そういうときの対応についても、これをね、全部、区のほうで何とかしてくださ

いって言うつもりはないですけれども、ちょっと何ていうの、訓練の内容、課題に今後組み

込んでいくということも必要ではないかなというのを感じたんですが、区としてはどのよう

にお考えでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 一定、外国人への配慮という部分につきましては、やはり配慮が必

要な方への対応という部分ではそういう部分に入ろうかと思います。そういう部分で、外国

人の方も当然、区民ではありますので、そういう方に向けても一定、分かりやすい形で訓練

とかの参加というのは呼び掛けてまいりたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 浅田委員。 

○浅田委員 その呼び掛けの何ていうの、道具、何でも簡単なものでもいいですから、何かあ

るといいなというのは率直に言って感じました。例えば今回だったら起震車って、3.11の地

震、阪神・淡路の地震、熊本地震というような地震を体験できますというようなものとかね、

簡単なものでも英語でもね。例えばそういうものとかね、もう本当に役所のほうに、皆さん

の所管のほうに手を煩わせるということを求めているんじゃなくてね。１回、そういうもの

もつくっておけば、今後の訓練とか、様々な地域での活動に使えるんじゃないかなというふ

うに思ったので、ぜひ御検討をいただきたいということです。もういいです。 

○宮本委員長 よろしいですか。 

 続きまして、岡崎委員。 

○岡崎委員 私のほうから本会議質問でもさせていただいたんですけど、富士山噴火に伴う降

灰対策、御答弁いただいて、区の地域防災計画においても火山災害の被害想定を記載し、震

災と併せての自宅での水や食料等の備蓄を推奨しているところです。引き続き都や他自治体

の取組の状況を注視してまいりますという御答弁で、何か非常に味気ない御答弁だったんで

すけど。 

 というのも、いわゆる震災、地震による災害と、言うまでもないですけど、やはりそうい

った富士山噴火による災害って大きな僕は違いがあると思っていて。いつだったか、東京都

だか、政府側がつくった富士山噴火のしたときの被害のシミュレーション。東京都だそうで

すけど、結構衝撃的な映像で。それで今回、本会議でも取り上げさせていただいたんですけ

ど。 
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 例えば、ここでは水や食料品の備蓄を推奨しているって言いますけど、実際そういった富

士山噴火、風向きによっては、もし関東、首都圏に降灰があったとすると、例えばゴーグル

とか防じんマスクとかというようなものも必要になってくると思いますし、道路に積もった

降灰の除去をどうするかというのも、やはり区として、都も今年、都道、国道もありますけ

ど、その辺も区として考えなくちゃいけないと思いますし、変に過剰に不安をあおって、あ

おる必要はないんですけども、事前に何が必要かというようなことは周知も必要なのかなと

いうふうにも思うんですが、また仕事を増やさせてしまって申し訳ないんですけど、その辺

どのようにお考えでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、御指摘いただきました降灰に関する部分につきましては、参考

とできるのが一つ、千代田区の例かなと思いますけれども、そういう中でもやはり今、御指

摘いただいたようにゴーグルであるとか、防じんマスクというのは一定備蓄しておきましょ

うとかというような御案内がされているところです。この辺につきまして、あと、灰という

のは水にぬらしたらちょっと、かえって処理が大変になりますよですとか、そのまんま道路

に捨てないでください、あと、そういうのは一定、それだけをまとめて、そういうごみの収

集が始まるまで家にとどめておいてくださいというような御案内なんか、されているところ

です。 

 こういった事例なんかも参考にしながら、文京区としてもそういう部分につきましては一

定、御案内とかという部分については、引き続き研究というのは続けてまいりたいと考えて

おります。 

○宮本委員長 岡崎委員。 

○岡崎委員 分かりました。ぜひそういった形でですね、また、お隣の、お隣とも言えないの

かな。千代田区さんがそういった形で取り組んで取り組み始めたということでございますし、

やはり一つの区でやるより、やっぱり広範、幾つかの区でやったほうが対応も効果的かなと

いうふうにも思いますし、富士山噴火がなければそれでいいんですけども、そういったとき

の非常事態の区の対応の仕方というまでは、やっぱり区民の生活にも大きな影響を及ぼすこ

とにもなりますので、ぜひ周知、また、その取組のほどよろしくお願いいたします。 

 以上。 

○宮本委員長 続きまして豪一委員。 

○豪一委員 私も先日の台風で、千駄木が３つの避難所があるんだけれども、その避難所協議
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会だとか、町会長や防災士なんかでグループＬＩＮＥを作成して情報交換とかできるような

形にしたら、人数が多いんで、やっぱりいろいろと問合せだとかたくさんあるんですよ。 

 その中で浮き彫りになったことをちょっと質問したいんだけど、例えば水害のときに８か

所の避難所が開設されましたよね。一方、準備中ってなった避難所も４つあったと。そこで

調べると、その４つの準備中というのは、土砂災害の発生したり警報が出たときに開設する

というのは分かったんだけど、一般の区民にそこまで周知されてないので、その意味がよく

分からなかったりですね。もっとその以前の問題で33か所の避難所あるけれども、やっぱり

前回、何年か前にもね、台風のときもそういうことを質問したことがあるんだけど、33か所

の避難所の場所は分かってても、やっぱり文京区の地形上、低地にあったり高台にあったり

様々なんで台風で雨水の床上浸水とか、そういう被害があったときに最寄りの避難所がオー

プンするんじゃないかという期待して、避難所に行ったらやってなかったとかね。その辺の

周知がまだまだ足りないのかなと。 

 その辺を考慮すると、さっきも言いましたけどアプリ対策とかってもっと大事で、例えば

ヤフーで天気、災害とかで検索すると近隣の避難場所というのが出てくるんですけど、文京

区、１件も出てこないんですよ。周りの台東区に出てきたりですね。何でかなって、地域の

方でそれをよく検討、考えた方がいたら、やっぱり国土地理院のデータへの掲載の仕方が何

か避難場所と避難所という言い回しの違いでね、何かヤフーのほうで掲載する基準が違った

りするということは、ヤフーなんかはよく検索される大きなサイトだから、やっぱり対策し

てないとまずいんじゃないかなというのを指摘いただいて、私もそのとおりだなと思いまし

た。 

 そういった意味での災害時の周知とかの仕方について、今後より一層、改定というかです

ね、何ですかね、アップデートしていかないといけないんじゃないかなと思いますけど、い

かがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、最初に御指摘いただきました、震災時は33か所で、水害時と

か土砂災害時のところの部分がちょっとまだ区民の方にはよく知られてないというところで

ございます。こちらにつきましては一応ですね、区のホームページであるとか、水害のハザ

ードマップとか、そういうもので一定周知はさせていただいているところですけれども、引

き続き訓練とか様々な機会を捉えて、その辺の周知というのは引き続き努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 
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 また、２点目のヤフー防災情報サイトでの避難所が掲載されてなかったという点につきま

して、こちらも委員から御指摘いただきました国土地理院のほうのデータ、私も確認したと

ころですね、避難場所と、あと一般の避難所というようなところでは区も全て載ってはいた

ところなんです。その辺のちょっと掲載のされ方というのは、ちょっとまた改めて確認して、

区民の皆様に分かりやすいように伝わるように、その辺はちょっと確認してまいりたいと思

います。 

○宮本委員長 豪一委員。 

○豪一委員 ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ぜひ改善をお願い

いたします。 

 それと、そういうのに関連してなんですけれども、より周知しやすいとか、身近に感じる

ようにやっぱり今、防災士も大分、行政の努力でこれだけ増えてですね、今、年に１回の防

災士同士の研修もやっていると。それはすごいいいことで評価もすごいさせていただいてい

るんですが、やっぱり防災士とか防災意識の高い人は、その研修だけじゃなくてもうちょっ

と防災士のコミュニティとか、防災士じゃなくても防災に興味ある人のコミュニティの、さ

っき報告事項のところでも話しかけましたけど、そういったものを強化した囲い込みという

のは大事なんじゃないかなということなんですよ。 

 それで今、多少、地区によって温度差はあるけれども９地区あるじゃないですか、文京区

が。それぞれの地活が地活のイベントだとか、いろんなコミュニティ、やっぱり発信してい

ますよね、ＬＩＮＥで。そういう感じで９地区のポータルサイトだけじゃなく、防災だけに

特化した、誰もがオープンチャットで見られたりね。 

 例えばですよ、僕、ちょっとあんまりＩＴが、デジタルは得意じゃないんで、何となくで

も温かく聞いてほしいんだけども、そういった何ていうかね、防災専用の９地区ごと、地域

ごとに理解しやすいサイトを立ち上げるとかですね。あとはグループＬＩＮＥなんかで地域

の町会長や防災士、避難所運営協議会のメンバー、あと、町会の防災担当者、こういったも

のをグループＬＩＮＥで囲い込んで常に情報交換してもらうと。 

 一つの、何ですかね、難しい課題として、避難所運営協議会はなかなかアップデートが難

しい。まめにやっている避難所なんかだとアップデートされていくんだけど、避難所運営協

議会自体が毎年ちゃんとやってる、やってないというところもあって、その間にＰＴＡ会長、

代わりました、民生委員も代わりましたで誰が何のか分からない、学校のほうでも誰が担っ

ているか分からないというのが、やっぱり希薄になってしまうというのは、そういう常にコ
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ミュニティをつくることによってしっかりと引継ぎもできて、その輪がですね、例えば引退

したＰＴＡ会長が例えば変わっても、古い人もその中に、サイトにまだ、要はコミュニティ

に入っていると。新しい人も入って、少しずつ輪が大きくなってきて、その地域の厚い防災

のネットワーク、構築できるんじゃないかというふうに思うんですけれども。 

 そういった防災士なんかを中心とした防災関係のコミュニティみたいのを、より行政のほ

うでサポートしていただいて、何ですかね、いろいろな策を考えていただいてですね、現実

にしてあげられると、もっと文京区の防災が自立的で勝手にどんどん、どんどん動いていっ

て大きくなるような、災害時のですね、本当に行政を担うような防災力になるんじゃないか

と思いますけど、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 今、委員から御案内いただきましたＬＩＮＥのグループであるとか、

そういうのについては、取組としては非常にいい取組なのかなというふうに考えております。

そういったものについては今、そういうのが９地区ごとに分けてとかという御案内もありま

したけども、そういうのは例えば防災士の一堂に集まる研修会であるとか、そういう場で事

例とかというのは発表した上で、取組について横展開とかというのは、区がどこまでちょっ

とお手伝いできるかはちょっとまだ何ともという部分はございますけれども、一定、横展開

とかというのはできればいい事案なのかなというふうには考えております。 

○宮本委員長 豪一委員。 

○豪一委員 締めたいと思いますけれども、例えば湯島地区とか根津地区なんていうのは防災、

昔から力を入れてて長くやっているんですけれども、たったね、２年ぐらい前に始めた千駄

木地区、避難所３か所ある千駄木地区はね、その３か所の防災関係者とのグループＬＩＮＥ

をつくって、それでオープンチャットというのかな。実際にデジタル、何ていうんだろ、情

報を一方的に出すような、何ていうの、なんか地活みたいなやつ。 

 ちょっとね、デジタルはよく分からないけど、何かね、そういうのを出してね、結構フォ

ロワーみたいのができて、汐見の防災活動でシオボーという名前にして、そういうのが得意

な方がニホンオオカミの何か守り神的な意味があって、何かニホンオオカミのマスコットみ

たいのをつくって、汐見防災のキャラクターをつくってくれてね。始めたらね、結構、定着

して評判がいいんで。まだ、立ち上げたばっかりなんで、まだまだこれから変化していくと

思いますけど、ちょっと防災課にも見守っていただいて、もし防災士のですね、研修とか、

次回ありましたら、いいなと思ったら、ぜひ成功事例として取り上げていただけるとありが
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たいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○宮本委員長 よろしいですかね。 

 続きまして、海津委員。 

○海津委員 私のほうからは、災害時の情報提供についてお伺いさせていただきたいと思いま

す。文京区は災害時、この間の台風のときも、ホームページをクリックするとワンクリック

で必要なところにたどり着けないんですね。ホームページの一番上に出てきたのは区制施行

80周年が出てきて、あと、台風の情報なんて、もう下のほうに行っても出てこないんですよ

ね。そこから、もう更に行かなくちゃいけないと。これ、どういうホームページのつくりを

しているんだと。危機管理は、文京区にはホームページは蚊帳の外って思っちゃったぐらい

なんですけど、まず、そこのところからお聞きしたいと思います。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 ホームページの掲載の仕方については一定、実際、台風６号対応し

ていたときにも何か区民の方から問合せとかというのは一定ありましたので、その辺はまた

今後、改善できるものについては、もう少し区民の方にも分かりやすいように改善に努めて

まいりたいと考えております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 やはり情報が必要になるときというのは、まさにもうそこが災害なんですよね。

なっているときですから、やっぱり区民は防災担当者ではないわけだから、知らないんです

よね。小さい方々もいるし、高齢者もいるし、障害のある家族だっているかもしれなくて

様々なんですから、今、申し上げたときに必要な情報がワンクリックで着けれるような状況

にしていただきたいと思いますし。 

 それから今、区民の方からもお声があったということなので、そこはしっかりとですね、

利用者目線で検証した、その検証の記憶、どうしてここがまだ直っていないのか、改善点、

そこをしっかりと出していっていただけるようにお願いしたいと思います。情報は掲載する

だけでは届かないんですよね。だから、やはり困難を抱える人にも全ての人に届く設計にな

っていただけるように改めてお願いをしたいと思うんですけども、利用者目線で検証してい

ただけるという確認をもう１回、お願いします。 

○宮本委員長 横山広報戦略課長。 

○横山広報戦略課長 今、防災危機管理課長からもお話ございましたが、ホームページにつき
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ましては一番上のところに緊急情報ということで、緊急事態に備えたページのつくりにはし

ておりますが、御指摘のとおりですね、発災時に情報がしっかりと出て、それがどういうふ

うに飛んでいくかという部分については、今回の台風６号においても我々も試行しながらで

すね、行ってきたという経緯ございますので、引き続き皆さんが見て分かりやすいホームペ

ージに努めていきたいというふうに考えてございます。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 分かりました。ぜひ区民の目線で速やかに情報が分かりやすく届くようにお願い

したいと思います。 

 情報ということからすると、次に先日、台風の際に子育て中の保護者の方から、多くの方

から休校にするのか何なのかが分からないという、登校の可否に迷うことをたくさんいただ

きました。先日の大雨の、大丈夫です。先日の大雨の際にも朝まで学校から連絡がなかった、

保護者が判断に迷った、仕事を休めない家庭もあったということなんですよね。 

 ここのところで、なぜここでやっているかといったら、まさに災害時の情報管理なんです

よね。結局ここのところで、例えば学校からの連絡にしてもC4th Homeかな、この学校連絡

帳があると思うんですけど、これもきちっと機能しなかったというお声も頂いています。 

 なかなかつながりにくかったということなんかも頂いていくと、やはり教育委員会だけで

危機管理を考えるんではなくて、情報連絡のインフラ整備や、それから危機管理体制の構築

は教育委員会だけではないと思うんですよね。災害時に関しては。やはりそこのところをど

のように考えていくかというのを、教育委員会として教育委員会だけで抱えていくのか、そ

れともやはり区として全体として考えていくのかを御答弁いただきたいと思います。 

 例えば今の教育委員会の対応ですと、朝６時になって気象情報で決定しますというように

なっています。でも、前日決定基準の整備の見直しとかだってあると思いますし、それこそ、

区とすると、もちろん分かっています、様々な家庭があって、エッセンシャルワーカーの

方々もいらっしゃる、そうした中だとすると子ども１人置いていけない、むしろ学校のとこ

ろまではという家庭もあることがあると思っていますので、そうしたことも重要なことだと

思っています。 

 私がお聞きしたいのは一律に休む、休まないを今、ここで申し上げているわけではなくっ

て、やはり区民がきちっと自分で、家庭の事情は様々ですけども一律に休校とする、家庭が

判断できる余地を残すことも重要と考えていくけれども、そこの中にどのような基準で学校

へ情報提供を行っていくのかとか、区として保護者が判断しやすいように前日段階での情報



令和８年６月11日 災害対策調査特別委員会（速報版） 

－７９－ 

発信や判断の目安をきちっとやっていくという情報提供の在り方だと思うんですよね。そう

した取組が一番大事なんじゃないのかなと思うんです。 

 だから１日で休校を決めるとか家庭の判断を尊重するとか、そうした整理も必要では、だ

と思うんです。とにかく答えがない答えだけに、もっと丁寧に情報をいかに保護者には分か

りやすく示していくべきかというところの中では、教育委員会だけではなく危機管理という

ところで、情報提供というところで区を挙げて考えていくというのが私は重要じゃないかと

思って御質問しているところです。御答弁お願いいたします。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 今し方、御指摘いただいたとおり、やはり本教育委員会としては前日の

一律休校と判断することの影響を鑑みて、明朝６時時点の気象情報等により判断というのが

今回の台風６号の対応でございました。 

 ただいま御指摘いただいたとおり、私どもといたしましても防災危機管理課のほうとの情

報共有、連携というのは前日から細かくやって今般の判断に至ったとこではございますけれ

ども、保護者の皆様への情報周知の在り方等々につきましては、台風というこの刻々と状況

が変化する災害の特徴もございますので、そこら辺にどのようにフィットさせていくかとい

うところにつきまして、防災危機管理課と一緒に検討しながら、あるべき姿というのは臨機

応変に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

○宮本委員長 吉田教育推進部長。 

○吉田教育推進部長 今、学校施設課長のほうが申し上げたとおりでございますけれども、ま

ず、基準といいますかね。教育委員会のほうからは保護者の方については今、海津委員のほ

うから御指摘いただいた基準については既にお示しをしております。 

 その中で、委員のほうからもあったとおり様々な家庭がありますので一律に休校ですとか、

一律に登校ということをしますと家庭のほうが非常に困ってしまう、どちらに振れても困っ

てしまうということがあるので、この基準の中のここの段階においては保護者の方が御判断

してくださいと。 

 例えば警戒レベル５の特別警報とか出た場合には、これは当然、何の疑いもなく全校休校

というようなことは示しておりますので、それを踏まえた上で今、学校施設課長のほうが申

し上げたとおり、更に柔軟にできるところがあれば危機管理室とも協議しながら、更にバー

ジョンアップしていくということも必要ではあるのかなというふうには認識をしております。 

○宮本委員長 海津委員。 
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○海津委員 先ほど課長からいただいた御答弁は非常に明快で分かりやすかったんですけども、

部長からいただいたあれで何かよく分からなくなっちゃったんですけど、要は今、示してい

るのは皆さん、よく分かっています。レベル５のところではもうあれですよって言っている

ところはもう皆さん、分かっているわけで、ここで課長からもお示しいただいたとおり、そ

うしたことの中でも、より家庭が判断するに当たって分かりやすくするための前日において

の判断基準等も仕組みというんですか、情報提供の仕組みというものを考え直していく必要

性をお話しいただいたもんだと私は理解しているんですけど、それでよろしいんでしょうか。 

 何か今を変えないぐらいの勢いだったというふうに私の中では聞こえてしまったんですけ

ど、もう一度確認させてください。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 現状、先ほど御答弁の中で申し上げたのは、台風接近、通過等に伴う気

象警報発表時の対応についてという形では、ホームページで事前に御周知しているところで

ございます。なので、基本的にはこちらで、その中で様々な対応について保護者様にもお知

らせをしているところでございますけれども、なかなか判断に迷う場合、また今回、気象庁

のほうで警戒レベルというようなレベルの段階とかの周知の仕方も変わったという中で、な

かなか混乱もあったのかなというふうには考えているところでございます。 

 どのような形でいけば分かりやすく周知できるのかというところにつきましては、今後も

防災危機管理課のほうと連携いたしまして、よりよい方法があれば当然、それに、その方向

に見直していくというようなことで考えていきたいというふうに思います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 ぜひよろしくお願いします。休校にするかどうかではなくて、保護者が安心して

判断ができる仕組みです。正解のない問に対して保護者が孤立しないで判断ができるような

情報提供、仕組みをつくっていただくことを改めてお願いしておきたいと思います。 

 次に質問としては、柳町小学校の改築が間もなく完成するところですけども、ここが柳町

小学校は浸水想定区域に位置することから、水害時の避難所には指定されてないんですね。

一方で、改築により体育館は３階に整備されて校舎も高層化されました。 

 そこでお伺いしたいんですが、柳町小学校改築に当たって水害時避難所としての活用の可

能性について検討は行われているのかということと、体育館が３階に整備された現在におい

て、少なくとも検討を、水害時の避難所としての活用の検討以前に垂直避難ということはす

ぐにできるんじゃないのかなと思うんですけど、どうですかということです。 
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 それから柳町小学校が水害時避難所でないことについて、区民の方が改築を終わった後に

本当に理解が進むのかどうかということをどのように考えていらっしゃるか、教えてくださ

い。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず、柳町小学校は現状、水害時の避難所には指定されてないとい

うところは御承知のとおりなんですけれども、今後改築されて体育館も３階に移ったという

ところで、ただですね、そこに避難するに当たっては当然、一定の水が、何ですかね、浸水

予想されているところに人を避難させるというのは、ちょっとどうかなという部分もありま

すので、その辺は慎重に考えてまいりたいというふうに思います。 

 あと、そうですね。垂直避難につきましても、そこが例えば学校がやっている時間であれ

ば一定、可能なのかとは思います。あとは、それについても結局、そこに避難してくるまで

がかえってそれが危険なのではないかというようなところも想定されますので、それだった

ら御自宅のより安全なところにとかというような考え方もあろうかと思いますので、その辺

は教育委員会とも慎重に協議はしていきたいと思います。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 そこの柳町に浸水地域だから、そこまで避難していただくことの経路について御

心配いただいたんですけども、柳町の改築に当たりましては、もう浸水もほとんど、そんな

に過度じゃなくなるということで職員室も１階に整備をしていただきまして、子どもたちの

安全も一定図られるという設計に基づいてやられています。ですから、そうしたことからす

ると避難経路についても、むしろほかのところに行くよりは、御高齢者、坂を上っていった

りとかするよりはいいかと思いますので、そこは御検討いただきたいかと。 

 あともう１つ、シビックセンターはですね、浸水想定区域なんですよね。まさに浸水想定

区域なんだけど帰宅困難者の避難所にもなっていますし、それから水害時においても災害対

策本部機能を維持できると判断されているわけです。 

 そうすると今、おっしゃっていることと非常に整合性がないかなって、違うかなと思いま

すので、しっかりとせっかく多額の100億以上のお金をつぎ込みまして立派な校舎をつくっ

ていただいているところですので、地域の災害時、水害時にも避難所としての効果を使える

ようなことをしっかりと考えていただきたいと思いますし、そこにもしできない理由がある

としたら、シビックセンターが浸水水害地域であるにもかかわらず、なぜ災害対策本部帰宅

困難者等々の避難所になっているのかということも含めて、お話しいただくということは必
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要かと思いますので、その辺はちょっと整理して改めて御答弁いただいて終わりに。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まず今、シビックセンターにつきましては別に水害時の避難所とい

うわけではなくて、あくまでも帰宅困難者のときの一時的な受入れの施設、あと当然、本部

というところで、基本的には私、我々含めて防災危機管理室を含めて職員が参集する部分に

はなりますので、そこについてはシビックが浸水想定区域のところにあるからといって、本

部機能が何ですかね、このシビックにあるとか、あと、帰宅困難者の滞在施設にシビックが

指定されているというところについては、直接に影響はないのかなというふうには、はい、

認識はしております。 

○宮本委員長 海津委員。いいですか。 

 じゃ、村岡保全技術課長。 

○村岡保全技術課長 シビックセンター周辺は最大で１メーターほどの浸水想定深が示されて

おりまして、それに対しましてシビックセンターの外周を植栽の壁が防水堤の機能を果たす

とともに、出入口等の開口部につきましては浸水想定深に対する止水板を設置しております

ので、シビックセンターの建物の中にはそんな大きな浸水はないものというふうに思ってお

りますので、災害対策機能は維持されるかなというふうに思っております。 

○宮本委員長 海津委員。 

○海津委員 まさしく文京区立柳町小学校においても止水板等々あれしていただいていますし、

あれですよね、水道管も80か何かにもう担保していただいていて、一定水害に、浸水として

もレベルとして１メートル、確かシビックと同じぐらいだったと思いますので、本当にやれ

ない、できない理由というのはなかなかないと思いますので、ぜひ安心して水害時にも避難

ができるような環境を、選択肢を増やしていただくようによろしくお願いしたいと思います。 

○宮本委員長 以上ですね。 

 最後に石沢委員、最後ですね、石沢委員、お願いします。 

○石沢委員 最初に、私はこの前の本会議質問に基づいて、引き続きちょっと聞いていきたい

なと思う点が３つあるのでちょっと伺いたいと思います。 

 まず、１つ目が香りの害の問題についてのことなんですけれどもね。いや、それで、この

香りの害のことで、区長の答弁の中で強い香りに対する体の反応には個人差があることから、

引き続き香りへの配慮を啓発するとともに国や都への動向を注視してまいりますという、こ

ういう答弁があって、それでこの香りの害で割と苦しんでいらっしゃる方というのは、人の
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集まる場所とかでですね、やっぱりそういう香りの強いものを使用されると体調が悪くなる

ということで。ですから、防災の観点でもやっぱりこういう配慮してもらいたいという話が

ですね、私たちのもとにも実は寄せられております。避難所とかそういうところで。 

 それで今回、区長さんからは、こういう香りについてはね、体の反応には個人差があるか

ら香りへの配慮を啓発するというふうに、こういう答弁をしていただいているんですけれど

も、これはいわゆる避難所とか、そういったところでもですね、やっぱり配慮するというこ

とになるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、そういう理解でいいかどうか

ということをまず１点、お伺いしたいと思います。 

○宮本委員長 中島生活衛生課長。 

○中島生活衛生課長 香害に関してはですね、やっぱりそのとき、そのときの状況にもよると

思います。現状、まだその香害が起こるメカニズムというのは科学的に証明されてございま

せんので、そのとき、そのときの状況でどこまで配慮できるかというのは、そのときになっ

てみなければ分からないと。ただ、区といたしましては、そういった事実があるということ

を区民の方に周知していただいて、日頃からそういった御配慮をいただいているといったと

ころでございます。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ぜひですね、やっぱり個人差があるし、結構ね、本当ひどい人はなかなか心臓、

ばくばくするとかですね、いろんな個人差があるので一概に言えないんですけれども、そう

いうふうに悩まれている方というのは避難所に行ったときにね、そういう香りのことでね、

やっぱりつらくなるというのは困るというようなことも声としては上がってきているので、

こういう区長答弁も、確かに科学的な解明というのはまだされてないというのもありますけ

れども、ぜひですね、やっぱり配慮への啓発というのはですね、この避難所のところでも区

長答弁に基づいてやっていただきたいなということはお願いをしておきたいと思います。 

○宮本委員長 石沢委員、まだ質問ありますか。 

○石沢委員 ２つほどあるんですけどね。 

○宮本委員長 じゃ、30分休憩。２つですね。 

○石沢委員 はい。もう２つ。いいです。やります。休憩にする。休憩で、じゃ、休憩しまし

ょう。もうちょっと続きそうだもん。 

○宮本委員長 ちょっと答弁含めると難しいかと思いますので、休憩して15時半から再開でよ

ろしいですか。じゃ、15時半に再開いたします。 
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午後  ３時００分 休憩 

午後  ３時２７分 再開 

○宮本委員長 それでは、定刻前ではございますが再開をしたいと思います。 

 では、石沢委員の質問からお願いします。 

○石沢委員 それで２点目が止水板の補助のことに関してなんですけれども、これについては

６月５日の金子区議会議員の代表質問で区長さんからも答弁いただいていて、現時点で新た

な助成を行う予定はないと。また、有効な止水、浸水防止対策について研究してまいります

と、こういう御答弁だったかと思います。 

 それでこの前、皆さん、各委員、言っているように台風被害のときに私も地域、見て回っ

たんですけれども、千駄木３丁目のよみせ通り沿いのところもちょっと通りかかってみたか

らですね、土のうをやはり積んでいて、これ見たら、これ、延命地蔵尊のちょっと隣あたり

のところなんですけれども、40個以上、土のうを並べていて結構大変だったろうなというふ

うには思うんですけれども、こんな感じであって。だから、やはりこういう浸水対策という

点でいうと町の皆さんなんか、やっぱり土のうを運んで、こうやって備えるということをや

っていらっしゃるんですよね。40個以上、ここ並んでたわけなんですけども、やっぱり相当

な苦労だったかなというふうにはね、思うんですよね。 

 この前、水防訓練のときにもですね、地下鉄事業者の方々なんかは止水板を設置して、か

なり早いスピードで設置されていたという点では、やっぱりこういう、この前の台風も踏ま

えてですね、台風のことも踏まえると、やっぱりこの止水板については研究という段階から

一歩進んでね、私たち、他区のように設置費補助なんかもやる必要あるんじゃないかという

ことで求めたんですけれども、どうでしょうか。この辺りの取組の状況とか、検討状況なん

かはいかがか、もう１回教えていただけますでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちら、先月、実際、教育の森のところで合同の訓練なんかもやっ

たところですけれども、そういう中でもやはり、何というんですかね、手軽に例えばレジャ

ーシートとかブルーシートとかつくって手軽にできるものであるとか、ゴミ袋を使って水を

ためて、そういう水のうというような形でやったりとかというような、様々な簡易的に御家

庭であるものでも対応できるような対策なんかもございますので、そういうところにつきま

しては、すいません、引き続き研究を続けてまいりたいというふうに考えております。 

○宮本委員長 石沢委員。 
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○石沢委員 先ほどシビックセンターの出入口には止水板がね、あるって話もありました。た

だ、区民向けの止水板の設置費についてもね、やっぱりまだ研究ということで、ぜひこれね、

一歩進めて止水板についても他区のような形で倣うような形で設置費補助というのを、ぜひ

やっていただきたいなということを重ねてお願いをしておきたいと思います。 

 それでもう一つは、これも本会議一般質問に関わってのちょっと答弁で伺いたいことなん

ですけれども、新宿区の地域防災計画の資料編に、関口１丁目の地域で大雨なんかが氾濫し

た場合には、新宿区の地域防災計画にはですね、関口１丁目地域の方々は早稲田大学戸山キ

ャンパスおよび早稲田大学早稲田キャンパス、ここに避難先ということでですね、明記をさ

れているということを私たちは調べて、そういう状況あるからね、区も地域防災計画に早稲

田大学が関口１丁目の方々の浸水時の避難先としてですね、やっぱり明記するべきだという

ことで御質問させていただきました。 

 しかし、これについては区長の御答弁の中では明記するとも明記しないともですね、おっ

しゃっておられないわけなんですけれども、何でしょう、早稲田大学を明記しないというの

は何か理由があるのでしょうか。何か、もし明記できないという理由があるのであれば、そ

れ、いろいろ協議なんかもしていただいたりしてですね、ぜひ地域防災計画にも関口１丁目、

文京区の地域防災計画に関口１丁目の方々は、早稲田大学の戸山キャンパスや早稲田のキャ

ンパスに避難できるということを明記していただきたいなというふうに思うんですけれども、

いかがですか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 こちらにつきましては今現状、文京区が早稲田大学と直接何か協議

とかというのは行っているわけではない状態にございます。あくまで新宿区との特別区の相

互協力協定という中で新宿区と連携してという部分で、あとは早稲田大学のほうも、そちら

もどのタイミングで開くかとかというのも分からない。だから必ず開設されるかとかという

のもちょっと現状、把握ができてない状況ですので、そういったものを現状だと、何といい

ますかね、明記するという部分については、今現状はされていない状況になっています。 

 今後につきましては、また様々な新宿区との協議なんかも場合によっては必要になろうか

というふうに、はい、思っております。 

○宮本委員長 石沢委員。 

○石沢委員 新宿の地域防災計画には、早稲田大学戸山キャンパスと早稲田キャンパスは避難

先として関口１丁目ということで明記されているわけなんですよね。これを文京区でも、ぜ
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ひ書いてほしいということがこの趣旨なんですね。だから新宿区で書いているけど文京区で

書いてないのは何かそういう理由だからということなんですけれども、じゃ、なぜね、新宿

区の地域防災計画には書かれているのかなというのは、何かちょっとよく分からないなとい

う部分あります。 

 だからぜひですね、ここはそういう協議なんかも必要なのであれば速やかにやっぱりやっ

ていただいて、この地域防災計画のですね、風水害時の開設する避難場所にぜひ早稲田大学

戸山キャンパスおよび早稲田大学早稲田キャンパス、明記していただきたいなということで

重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 当然、関口１丁目地域にお住まいの方々については、そういった場

所というのは一定、ちゃんと区としても周知というのは努めてまいりたいと思います。また、

その明記という部分につきましては、また、そういうしかるべきタイミングで必要に応じて

考えてまいりたいというふうに思います。 

○宮本委員長 では、たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 １点だけです。先ほど海津委員から休校の判断についての質疑がござい

ましたが、この件、私の周りでも非常に話題になっておりまして、休んでも休校扱いとしな

い、言わば自由登校と定義していただいて、前日にしっかり広報するべきといった声など21

名の方から意見が寄せられました。大きく５つの意見にまとめた要望書を６月８日に教育長

宛てに提出しておりますので、ぜひ御参考にしていただければと思います。 

 御質問は同じく台風なんですけれども、区内の学校等、数か所が開設されたということで

先ほど来、議論がありました。ただ、学校の運営と並行して避難所を開設するというのは、

これまで土日を中心に行われてきた避難所の開設訓練では経験できないような動きだったか

というふうに思います。児童の動線と避難所開設の動線が物理的に交錯してしまうというと

ころで、危険ですとか混乱ですとか、あったのかなと、なかったのかなと思うのですが、先

ほどの山本委員の答弁では子どもたちの影響ですとか、改善すべき点について現場の声がち

ょっとお聞きできなかったので、教育の御担当にお聞きしたいと思いますが、どうだったの

でしょうか。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 基本的に学校が避難所となる場合につきまして、動線等、物理的に切り
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分けられるような新しい学校はもとよりですね、既存の学校につきましても避難所運営協議

会等で様々検討いただいているところでございますので、基本的にそこで大きくぶつかると

いったふうには考えてはございません。 

 また、実際にもですね、学校、園長のほうからもそこについて大きな混乱があったという

ような御報告は上がってきていないところでございます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知いたしました。実際にやってみて改善すべき点はどうでしょう。全

くなかったでしょうか。いろいろ聞き出すとあるんじゃないかなというふうに思うんですけ

れども、それは個別に確認されたのかどうか、教えていただけますか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 避難所に実際、行った職員については今、まだ記憶が新しいうちに

ちょっとアンケートとか、課題はどういうところあったのかというのを今、集計していると

ころなので、そういったものを今後、次以降、そういう声というのは参考にしながら今後の

避難所運営とかという部分には活用してまいりたいと考えております。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 承知いたしました。経験を重ねて、より安全で良い場所にしていただき

たいと思います。 

 先ほど御答弁いただいて学校の運営について追加でお伺いしたいと思うのですが、台風の

発災の日ですね。８時25分にレベル４相当と強調しますけれども、神田川の氾濫危険警報が

発表されています。ちょうどその時間帯に登校して、その後、15時の12分にそのレベル４が

解除されたという流れだと思うんですけれども、その間に金富小ですとか、神田川流域の学

校で子どもたちが下校した、集団下校したというふうに保護者の方から聞きましたけれども、

このような事実はありますでしょうか。教育委員会として、どのように各学校と情報を共有

し、行動されたのか、時系列で教えていただけますでしょうか。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 警報の時間等については副委員長御指摘のとおりかと思いますけれども、

このうち、基本的には御指摘のとおり、児童下校中の時間もレベル４の神田川氾濫危険警報

が継続中であったかと思います。しかしながら午前中の御議論でもございましたけれども、

神田川・環状７号線地下貯水池の取水等により水位が下がってきたことや降雨も今後のピー

クアウトが見込まれていたこと、開設した避難所にもなかなか高齢者等の避難者が多く来て



令和８年６月11日 災害対策調査特別委員会（速報版） 

－８８－ 

いなかったこと等が総合的に勘案されたものというふうに認識しておりまして、そこら辺の

やり取りを防災危機管理課とやっているところでございまして、本判断に基づきまして各学

校においては気象状況等と併せて確認の上、下校の判断を行ったものということで、金富小

学校の児童につきましても集団下校等を行ったというふうに聞いているところでございます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 ありがとうございます。気象庁から出たのが川のほうですね、レベル４

相当の氾濫危険警報で、我々文京区、自治体から出したのは、警戒レベルは３の高齢者の避

難ということで、ちょっとすごく分かりにくくて、周りの保護者の間ではレベル４が出たの

に何で学校から帰さないんだだとか、すごく混乱する声が伝わってきたんですね。 

 これって、もともとのレベルの表現が物すごく難しいので、私も昨日、夜中まで勉強して

やっと腑に落ちたんですけれども、これ、どうやって伝えていくかというのは課題なんじゃ

ないかなというふうに思うのですが、御担当としての認識、この違いについて解説いただき

たいなというふうに思います。いかがでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 まずこちら、台風６号対応のときの区としての動きの部分になるん

ですけれども、もともと７時25分にレベル３の大雨警報というのが気象庁のほうから発表さ

れました。それに基づいて、区として高齢者等避難というのを発令した形になっております。

その後、高齢者等避難が発令されている間に、８時25分のタイミングで神田川レベル４氾濫

危険警報というものが発令をされました。これによって区として避難指示というのは、今回

は発令しておりませんけれども、その経緯としましては一定、区のほうで水害とか土砂災害

の対策の実施要領に基づいて、それでは一定、発令の基準は満たしてはいたものの、８時10

分ぐらいのタイミングで環七の調節池をもう開放していたという情報を把握しており、８時

25分の時点で区内の水位の観測所においては、これを踏まえて水位が横ばい、現状の維持と

いうのが確認できたことという部分で、避難指示の発令については見送ったものとなってい

ます。 

 ただ、こちらについては今後、水位の状況によってはいつでも発令できるよう水位の監視

というのは継続していたということと、その後、降雨量というのが実際はピークアウト過ぎ

てどんどん減少していったため、結果として避難指示というところまでは至らなかったとい

うような流れになっております。 

 また、気象庁のほうがちょうど５月29日から警報の発表の名称とかというのを変更した部
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分で、それについてがもうちょうど頭にレベルの数字がついて、その後、何とか警報という

ような形になって、実際、区のほうで判断するものとちょっとごっちゃになっている部分は

正直ございました。ただ、それは気象庁が発表するレベル４、イコール直ちに避難指示のレ

ベル４には直接は当たらなくても、あくまでそういうレベル４相当ですよというような形の

ものになっております。 

 それで実際、その後にそれに応じて区として、それが実際に避難指示に当たるものかどう

かというのは区として判断する部分になりますので、そこについては今回ちょうど気象情報

が変わったばっかりのタイミングで、まだ皆さんもしっかり周知というのは、どこまで行き

届いていたかという部分はありますけれども、今後その辺は今回の件も踏まえて、こういう

警報の種類が変わったという部分も踏まえて、今後、区民の皆様には広く周知啓発には努め

てまいります。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 御答弁ありがとうございます。この辺をうまく周知していくには、どう

したらいいんでしょうね。ずっとＸでも追っていましたけれども、文京区からの例えば８時

25分の氾濫危険警報が発表されましたというＸの投稿では、神田川レベル４氾濫危険警報と

いうふうにレベル４という数字が出ていて、同時にメディアのほうでも都内でレベル４とい

う感じでバーンって出てたわけですよね。 

 そうするとレベルが改定されたばかりの我々としては、いよいよ避難指示が出たというふ

うにすごく真剣に深刻に受け止めるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その

辺りの広報のちょっと伝え方について、あくまでも区としてはレベル３の高齢者等避難です

よというところはしっかり伝えていく。できれば事前から伝えていく必要があるのかなとい

うふうに思うんですけれども、これはいかがでしょうか。 

 それからウェブで公開されている、午前中からも議論がありましたけれども対応方針があ

りますよね。これ、今回は自治体からのレベルは３だったということで確認させていただき

ましたけれども、これ、仮にレベル４が発令されていたとしても子どもたちは集団下校する

わけです、在校時の対応方針としては。在校しているときにレベル４、レベル５だったとし

てもそうなんですけれども集団下校するんですよ。 

 保護者の方から不安の声をいただいて今、議論させていただいているのは、果たして川沿

いの子どもたちが川を越えて帰っていくというのが大丈夫なのかというところなんですけれ

ども、もう少し区内全体で、こういう基準ですよというのではなくて、この学校、学校に合
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わせて、こういう基準でやっていきますというのが今後の備えとしては必要なんじゃないか

なというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○宮本委員長 横山広報戦略課長。 

○横山広報戦略課長 まず、情報の周知ということについてですけども、御指摘ございました

ように、まず、我々の情報媒体としましてはホームページが通常、一番情報が集積している

場所というふうになりますので、今後についてはですね、発災時や、こういった警報が出た

ときの情報ももちろんそうなんですけれども、日頃からしっかりと情報を発信していくとい

う意味では、ホームページをしっかりと見やすいものにしていくというのが一番重要かなと

思っております。 

 また、それに加えまして今般、ＳＮＳを多用して適宜いろんな情報を発信していくという

手法をとっておりますので、こちらも平常時から折に触れ、そういったようなお知らせをし

ていくことによって、まずは基本的な考え方、先ほど防災危機管理課長が申し上げたような

内容がしっかりと伝わるような方法を日頃からしていくことが重要かなというふうに考えて

ございます。 

○宮本委員長 足立学校施設課長。 

○足立学校施設課長 気象に関するものについては、やはり刻々と変化するというところに特

徴があろうかというところで、各学校において細かくマニュアル化というところはなかなか

に難しいところがあろうかなというふうに考えているところではございます。在校時の対応

方針におきましても、風雨の状況によって学校に待機する場合もございますというようなと

ころは記載しておりまして、一律帰る、一律繰上げ下校というようなところではなく、ある

程度、臨機応変な対応、判断というのが学校に求められるようなところなのかなと考えてい

るところでございます。 

 しかしながら、その対応がどのような判断に至ったのか、その点についての周知というと

ころは非常に重要な観点かと思いますので、基本的にはC4th Home & School等がツールとは

なってくるかと思いますけれども、適切なツールで適切に保護者の皆さんにそこら辺の情報

が適時届くというところに意を用いてまいりたいと考えてございます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 御丁寧にありがとうございます。実際、私も水が引いてきたタイミング

で隆慶橋等の状況を見に行っています。確かに現場で見た限りでは雨は上がりつつありまし

たし、それからスマホで見ても水位はずっと下落傾向だったというのは確認しております。
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なので、子どもを危機にさらしたんじゃないかみたいな指摘ではないんですよ。 

 ただ、行政が行うべき判断としては、流域の子どもたちを守るために気象庁からの基準に

のっとって行ったほうが今後はいいんじゃないかなという指摘だけはさせていただきたいと

いうふうに思います。レベル４と気象庁、出しているわけですよね。氾濫するかもしれない

という情報がずっと出続けている状況の中で子どもたちが帰る。メディアでも大騒ぎしてい

る中で帰るということで、保護者の不安も非常にあおられることになったというところで、

今後の対策としては、ある程度、校内待機のルールを策定していただけるように要望したい

なというふうに思います。 

 特に臨機応変な対応って重要ではあるんですけれども、その判断を学校長ですとか、現場

に任せて大丈夫なのかというところは強く指摘しておきたいなというふうに思うんですよ。

確かに私も素人ながら雨、上がってきてたし、いいんじゃないと思うんですけど、分からな

いですよ。実際は水位計が壊れてて環七の水、いっぱいだったかもしれないし、線状降水帯

ができてたかもしれない、上流のほうにですよ。そんなの、分からないじゃないですか。気

象庁が危ないって言っているんだから、我々としても安全側で考えておくべきだというふう

に思います。それは区内全域ではなくて、川沿いのところは慎重に考えていただきたいとい

うふうに思います。 

 最後にちょっと確認なんですけれども、こういうレベル４って言っている中で隆慶橋、見

に行ったときに水防板が閉められてなかったのはすごい不思議だなと思ったんですけれども、

ちょっと素人考えで恐縮なんですけど、歩行者だけが通るような橋はもうすぐ閉めちゃった

ほうがいいんじゃないかなというふうに思ったんですが、どういったような基準を設けて誰

が閉鎖するのか、教えていただけますか。 

○宮本委員長 橋本管理課長。 

○橋本管理課長 隆慶橋は橋桁の高さが計画護岸高よりも低いということで、水位によっては

角落しということで越水を防止すること、対策をとることがございます。今回もですね、水

位についてはずっとモニタリングしておりまして、警戒水位を超えた時間はあったんですけ

ども、先ほど来の対策等によりまして、その後、水位については下がってきたということが

あったものですから、角落しによる越水対策は行わなかったということでございます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 結果論としてはそうですけど、警戒水位は超えたけど角落しはしないと

いうのが今後の方針ということでよろしいでしょうか。 
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○宮本委員長 橋本管理課長。 

○橋本管理課長 今回もですね、対策そのものは行わなかったんですけども、事前から土木部

の職員が現場に待機しておりまして、現場の水位ですとか、あとは事務所と連絡を取りなが

ら対策をやるか、やらないかということの判断は取れるようにしておりました。ですので、

水位だけではなくて、様々な状況も踏まえながら判断していくということでございます。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 分かりました。角落工法でやるには物すごく体力も必要ですし、そのた

めに職員さんが備えてくださったということで、あと、避難所の開設にも備えてくださった

職員さんがいるということで非常にありがたいなというふうに思います。敬意を表したいな

というふうに思います。 

 一方で、保護者の方からいろんな声を受け取っています。区長宛てにも出した要望書があ

って17人の声を基に出したんですけど、保育園が絶妙に登園のタイミングで、もうこれ以上

預けないでくださいって言ってメールが来たんですよ。それを受け取った保護者が雨の中、

子どもを連れていったら、もう駄目なんで帰ってくださいって言われて帰されちゃったみた

いなことがあって、これは台風の対応としてはどうなのかといったような声がありました。 

 ぜひ防災の所管としては、そういった声を要望書、すいません、お持ちすればよかったん

ですけど、受け取っていただいて、今後の対策に努めていただきたいと思いますが、御覧に

なられていますでしょうか。 

○宮本委員長 矢部防災危機管理課長。 

○矢部防災危機管理課長 一応ですね、幼児保育課のほうから実際、当時の状況というのは、

確認はしております。当時の概要を簡単に言いますと、気象警報が発表された際には基本的

に園児の安全とかを最優先とした対応を行うこととしているというふうに伺っています。今

回につきましては６月１日のタイミングで、保護者に対しては休園となる基準というのを一

定、示した上で、実際の当日の休園の判断というのは当日の６時とすることを周知していた

というふうに聞いております。 

 また、６月３日の５時半のタイミングで休園の基準に当たらないことを確認した上で、６

時のタイミングでも同様だったため、当日は開園するというような旨を周知したというとこ

ろです。その後、７時29分のタイミングで警戒レベル３、高齢者等避難を発令しましたので、

それに伴って対象に高齢者等の部分ですね。幼児連れという部分が含まれていることから、

これ以降の登園は危険が伴うと判断して、既に預かっている園児につきましては引き続き預
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かりますけれども、新たな登園については控えていただくというようなことを周知したとい

うふうに伺っております。 

○宮本委員長 たかはま副委員長。 

○たかはま副委員長 把握されているということでありがとうございます。ただ、想像してい

ただくと分かるように、保育園まで連れてっちゃって、その高齢者等避難の中、また家まで

帰っていくというのは往復の危険になりますので、そこで帰されたというところは見直しが

必要だというふうに思いますので、ぜひ今後の災害に備えて御検討いただければと思います。

ありがとうございます。 

○宮本委員長 以上で一般質問を終了いたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○宮本委員長 その他、委員会記録についてです。 

 本日の委員会記録については、委員長に御一任いただきたいのですが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と言う人あり） 

○宮本委員長 令和８年９月定例議会の資料要求について、７月24日金曜日を締切りとさせて

いただきます。 

 以上で災害対策調査特別委員会を閉会いたします。 

午後  ３時５３分 閉会 


